
令和4事務年度

資産課税事務実施要領

（事務手続編）
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○アンダーラインを付した箇所が改正部分である（文言整理部分は除く。）。

なお、第1章「共通」の「I 令和4事務年度における資産課税事務運営

の重点事項」については、アンダーラインを省略している。
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大阪国税局 課税第一部

資産課税課

資産評価官



文中で用いる略称・略語の意義等

略称・略語等 意 義 等

機
構
関
係

局
署

局機動課

局資料調査課

特官

調査特官

調査総括特官

広域担当特官

指導特官

調査特官部門

総合調査部門

開発調査部門

統括官

第一統括官

複合部門統括官

統括官等

上席

総括（担当）上席

国際税務専門官部門

評価専門官部門

資産機動官

納税猶予事務広域担当者

評価担当者

複数部門制署

複合部門制署

資産課税（担当）部門

複合部門

個人課税部門

法人課税部門

管理運営部門

徴収部門

資料広域担当者

資料情報推進者

中心署

対象署

指定地域署

個人特官

国税局

税務署

課税第一部機動課

課税第一部資料調査第二課

署特別国税調査官

調査事務を專担する特官

調査特官部門における筆頭特官（調査総括特官が配置されていな

い署にあっては、調査特官）

広域運営を担当する調査特官

特定調査（指導・助言を必要とする事案への同行調査等、調査事

務全般に係る側面的支援）を所掌する特官

調査事務を専担する特官及びその付職員

特官（総合調査担当）及び付職員

特官（開発調査担当）及び付職員

統括国税調査官

総括事務を担当する統括官

資産課税事務と個人課税事務を担当する統括官

特官、統括官、国際税務専門官、審理専門官及び評価専門官

上席国税調査官

総括上席国税調査官及び総括事務を担当する者

国際税務専門官及びその付職員

評価専門官及びその付職員

広域運営により調査事務に従事する資産機動調査官

広域運営により納税猶予事務に従事する広域担当者

評価専門官部門に配置された者

資産課税事務を専担する統括官部門の複数設置署

資産課税事務と個人課税事務を担当する統括官部門設置署

資産課税事務を所掌している部門又は担当者

資産課税事務と個人課税事務を所掌している部門又は担当者

個人課税事務を所掌している部門又は担当者

法人課税事務を所掌している部門又は担当者

管理運営事務を所掌している部門又は担当者（管理運営・徴収部

門及び総務課制署にあっては、総務課を含む。 ）

徴収事務を所掌する部門又は担当者（徴収部門の設置がない署に

あっては、管理運営・徴収部門及び総務課制署にあっては、総務

課を含む。 ）

広域運営により資料情報事務を担当する職員

個人、資産及び法人課税部門の調査担当統括官並びに管理運営部

門の統括官(第一統括官を除く。 ）のうちから、資料情報の推進者

としてそれぞれ1名指名された統括国税調査官及び統括国税徴収官

広域運営中心署

広域運営対象署

評価専門官が評価事務を所掌している地域を管轄する署（ただ

し、評価専門官設置署を除く。 ）

所得税等担当特官



略称・略語等 意 義 等

法
令

通
達
関
係

所法

措置法

相法

評価通達

事務提要

資料情報事務提要

個人課税事務提要

管理運営事務提要

資料情報事務実施要領

個人課税事務実施要領

管理運営事務実施要領

センター事務実施要領

所得税法

租税特別措置法

相続税法

昭39.4.25付直資56ほか1課共同「財産評価基本通達（法令解釈

通達） 」

平21.6.26付課資5-48ほか1l課共同「『資産税事務提要』の制定

について(事務運営指針)」

平21. 7.9付大局課一総(総)第124号「内国税に関する資料情報

事務の事務提要の制定について（事務運営指針） 」

平21.6.26付課個4-35ほかl1課共同「個人課税事務提要（事務手

続編）の制定について（事務運営指針） 」

平21．6．3付徴管2-20ほか14課共同「管理運営事務提要の制定に

ついて（事務運営指針） 」

令4．7． 1付大局課一総(総)第92号ほか20課共同「令和4事務年

度における資料情報事務実施要領について(指示)」

令4． 7． 1付大局課一個(一)第67号ほか18課共同「令和4事務年

度における個人課税事務実施要領について(指示)」

令4．7． 1付大局徴管(一)第72号ほか22課共同「令和4事務年度

における管理運営事務実施要領について（指示） 」

令4． 7． 1付大局総企（一）第572号ほか18課共同「令和4事務年

度におけるセンター事務実施要領について（指示） 」

様
式
関
係

(相続税関係）

相法第58条通知書

資料カード兼準備調査書

相続税申告相談事績書

(贈与税関係）

贈与税申告相談事績書

(譲渡所得関係）

譲渡所得納税相談事績書

(山林所得関係）

山林所得納税相談事績書

(評価関係）

評価明細書

令和一年一月分相続税法第58条の規定による通知書

相続税資料カード兼準備調査書

相続税申告相談・申告審理事績書兼非課税省略決議書

贈与税申告相談及び申告審理事績書

譲渡所得納税相談兼申告審理事績書

山林所得納税相談兼申告審理事績書

土地及び土地の上に存する権利の評価明細書

Ｋ
Ｓ
Ｋ
関
係
等

KSKシステム

業務管理情報システム

納税者管理システム

資料調査システム

所得税システム

相続税システム

贈与税システム

譲渡所得システム

株式譲渡システム

財産評価システム

継続管理システム

株式納猶システム

電子申告システム

OAシステム

文書管理システム

国税総合管理システム

KSKシステム内の業務管理情報システム

KSKシステム内の納税者管理システム

KSKシステム内の資料調査システム

KSKシステム内の所得税システム

KSKシステム内の相続税システム

KSKシステム内の贈与税システム

KSKシステム内の譲渡所得システム

KSKシステム内の株式譲渡者管理システム

KSKシステム内の財産評価システム

KSKシステム内の継続管理システム

KSKシステム内の株式等納税猶予事案管理システム

国税電子申告・納税システム

パーソナルコンピュータを用いたKSKシステム以外の事務処

理支援システム

一元的な文書管理システム



○本文中の様式の表示について

文中で様式を引用した場合の表示は次による。

略称・略語等 意 義 等

業
務
セ
ン
タ
ー
室
関
係

センター

業務センター室

北分室

神戸分室

コールセンター

業務センター室等

大阪国税局業務センター室（分室を含む。 ）

大阪国税局業務センター室（令和2事務年度以前の税務署事務処理

センター（東淀川センター） ）

大阪国税局業務センター室北分室（令和2事務年度以前の税務署事

務処理センター（北センター） ）

大阪国税局業務センター室神戸分室（令和2事務年度以前の税務署

事務処理センター（神戸センター） ）

大阪国税局業務センター室大阪福島分室（令和2事務年度以前の税

務署事務処理センター（大阪福島センター） ）

業務センター室、北分室及び神戸分室

そ
の
他

実地調査等事務

CRS情報

期
期
上
下

確定申告期

当初申告書

所得税

税理士等

納税者等

関係民間団体

現物活用資料

作成コーナー用パソコン

庁HP作成コーナー

局WAN提出BOX

調査手続等

書面添付制度

実地調査、実地調査以外の調査及び行政指導

CRSに基づく自動的情報交換資料

事務年度の開始年の7月～12月

事務年度の開始年の翌年の1月～6月

令和5年2月16日 （木）から3月15日 （水）までの間

期限内申告書及び期限後申告書

所得税（復興特別所得税を含む。 ）

税理士及び税理士法人

納税者及び税理士等

納税協会及び納税貯蓄組合

｢資料調査システム」への入力対象資料のうち、入力期限までに

入力できなかった資料、入力対象外資料及び株式等譲渡資料

来署者用に申告指導会場に設置している「確定申告書等作成．

－ナー」が利用できるパソコン

国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」

大阪局WANポータルサイトを利用して、局が署から電子情報

の提出を受けるための機能

平成23年分税制改正における国税通則法の改正に伴い法定化さ

れた税務調査手続及び不利益処分等に対する理由附記

税理士法第33条の2に基づく書面の添付制度

目次番号 内 容

ｎ
Ｕ
ｐ
言

帥
番
に
旱

報

資0－0

当該実施要領（様式編）で定める様式

当該実施要領（様式編）で定める報告様式

事務提要（簿書様式編）で定める様式（番号）



一 目次一

目次－1

第1章共通 ページ

【特に留意すべき事項（課税部共通)】

I 令和4事務年度における資産課税事務運営の重点事項

1 基本的な考え方

2調査パフォーマンス向上に向けた取組

3重点課題への適切な取組

4土地等譲渡所得事案に対する取組

5人材育成の取組

6 エリアー体的運営の実施

7事務管理の徹底

8適正な内部事務の実施

9審理事務の充実

10相続税e-Taxの普及・定着に向けた取組

11 資料情報事務の充実

12個人課税・資産課税事務の一体的運営

13令和4年分確定申告期に向けた取組

14相談体制の整備等

15財産評価事務の適正な実施

Ⅱ事務の分担

1 部門別の所掌事務

2職掌別の事務分担

Ⅲ職掌別職員等の設置・配置等

1 資産特官及び付職員の設置

2評価専門官及び付職員の設置

3国際税務専門官の設置

4審理専門官の設置

5 内部事務審査担当者の配置

6 資産機動官の配置

7譲渡機動官の配置

8調査指導教官の配置

9納税猶予事務広域担当者の配置

10職掌別職員等の設置・配置等一覧表

11 專担者の設置

Ⅳ事務管理

1 事務処理手順の遵守等

2行政文書等の適切な管理等

3調査事務管理の徹底等

4統括官等が申告審理を行う場合の留意事項

5 KSKシステム等の適切な運用及び報告等の処理状況の管理

6収受日付印の適切な管理

7個人情報の適切な取扱い

8特定個人情報等の適切な取扱い

9情報セキュリティの確保

１
６
６
６
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８
８
８
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９
９
脚
Ⅲ
吃
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肥
旧
旧
旧
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別
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別
皿
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別
型
妬
刈
塊
塊
冊
冊
胡
粥



目次－2

第1章共通 '、－ジ
0

10職員の出張管理等について

ll 会計検査院への対応

12定期人事異動期における確実な事務引継

V研修

1 局及び税大研修

2局指定ブロック研修

3署（集合）研修

4指導対象者に係る指導等

5評価事務経験の浅い職員に対する指導等

6 交流等職員に対する指導

Ⅵ適正申告に向けた納税環境の整備

1 目的等

2広報の充実

3地方公共団体等への協力要請

4 関係民間団体等との連携・協調

Ⅶその他の留意事項

1 国税庁の組織理念の浸透・実践に向けた取組

2緊急対応事案への対応

3 災害発生時の対応

4苦情等への対応

5納税者等への親切かつ丁寧な対応

6納税者等からの意見・要望等の聴取

7実績の評価に関する事務への対応

8積極的な事務改善への取組

9業務改革(BPR)の推進

10Web会議システムを活用した事務の効率化の推進

ll モバイルパソコンの積極的な活用

12情報公開・個人情報保護事務への対応

13 申告書等閲覧サービス等への対応

14書面添付制度の適切な運用

15番号制度の普及・定着に向けた取組

16税務相談への対応

17管理運営部門及び徴収部門との連携・協調

18課税内容等の照会における事務

19昼休み時間帯における窓口対応

20超過勤務の縮減

21職員の健康管理

22 1CT支援ルームの活用

23官用車等の運転前後における酒気帯びの有無の確認

24旅費請求事務の適切な処理

25照会手数料請求書等の早期回付

26交通事故の未然防止等

27物品の適正な管理

28温室効果ガスの排出肖'1減

34

35

35

36

36

36

37

38

41

41

42

42

42

42

43

45

45

45

45

45

45
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第2章事務計画及び事務実績〔事務提要第2章〕 ページ

基本的な考え方

事務計画の策定

事務計画の種類

事務計画の策定手順

事務計画の策定に当たり留意すべき事項

総稼働日数等の算定

主要な事務における策定上の留意事項

部門マネージメント計画の反映

事務実績の適切な管理

月間事務実績

上期事務実績

年間事務実績

Ｉ
Ⅱ

１
１
１
１
２
２
２
４
４
４
５
５

１
２

|Ⅱ

１
２
３

Ⅳ

１
２
３

第3章納税者管理に関する事務〔事務提要第3章〕 ､ページ

1I

１
１
１
１
１
２
５
６
７
７
７
７
７
７
８
８

６
７

Ⅱ

Ⅲ
Ⅳ
Ｖ
Ⅵ
Ⅷ

第4章申告審理・行政指導事務〔事務提要第3章の2、第4章、第5章、第6章、第7章〕 ページ

申告審理事務

相続税

贈与税

土地等譲渡所得

株式等譲渡所得

行政指導

自発的な申告内容の見直し要請

無申告理由のお尋ね

不足書類の提出依頼

行政指導の進行管理

１
１
５
７
叩
吃
哩
凪
胆
陥

|’

１
２
３
４

111

１
２
３
４

目次－3

|- ■ 話: ■国

｜ － 三二

一二一



第5章実地調査･机上調査･事後処理･更正の請求事務(事辮難3章の2､第境篇5章,第6章､第7章､篇15E)

1 実地調査対象事案の選定等

1 選定時期

2選定会議の開催

3 調査担当の決定

4調査区分の決定

5 1 ぎゞ室’
6 実地調査選定名簿等の作成

Ⅱ実地調査事務の実施等

1 実施時期等

2 実施要領

3事前検討会の開催

4重要事案審議会

51 =冬Bの取組
6 生前贈与の把握に向けた取組

71: 釜-こ'に係る実地調査等
81 〆ざ|に係る実地調査等
9連携調査

1O個人課税・資産課税事務の一体的運営等の取組

1l資産課税（担当）部門における営業等所得の同時調査の実施

12印紙税同時処理

13調査事績等の入力に係る留意事項

14資料情報の収集等

15評価専門官部門における調査事務等の実施

16その他の留意事項

Ⅲ実地調査省略事案等の処理

Ⅳ机上調査事務

1 実施時期

2 実施要領

V事後処理事務

1 実施時期等

2譲渡所得及び贈与税の事後処理における調査結果の説明

Ⅵ更正の請求に関する事務

1 更正の請求事案の処理担当者

2 更正の請求事案の進行管理

3納税者等に接触を要する事案の処理

4相続税法第32条の規定に該当する更正の請求事案の処理

5 資料調査課等が調査を実施した事案の処理

／～－，／

１
１
２
３
３
５
５
５
５
５
９
ｍ
Ⅱ
Ⅱ
吃
吃
哩
過
腔
皿
晦
Ⅳ
四
四
翠
泌
詔
詔
型
型
妬
邪
妬
妬
妬
泌
妬

第6章広域運営等関係事務〔事務提要第3章の2、第4章、第5章、第6章、第7章〕
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広域担当特官の運用
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第7章海外資産関連事案等に関する事務 ページ

1 国外財産調書の未提出者等への対応

2報告

Ⅳ国外転出時課税制度に係る事務処理

V海外資産関連事案の調査等

1 海外資産関連事案の実地調査
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1 審理専門官のブロック運営

2審理専門官（総括）の事務

3審理専門官の事務

4審理担当者の事務

Ⅱ審理関係事務

1 調査審理事務

2不服申立て等に関する事務

3事前照会事務

4措置法第40条承認申請事務

5事前協議に関する事務

Ⅲ税制改正意見申入れ事項の提出

1 税制改正意見申入れに関する調査表の作成

2対象とする法令

3提出期限

4提出方法
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I 基本的な考え方

Ⅱ広報

Ⅲ 自宅等からのe-Taxを利用した申告の推進

Ⅳ適切な申告相談体制の構築・運営

1 確定申告会場における感染症対策

2 インボイス制度及び消費税軽減税率制度への対応

3 申告相談体制の構築・運営

4マイナンバー制度の定着に向けた取組

5勤務時間管理の徹底

6個人課税部門との連携

7合同会場の開設

8 閉庁日対応

9確定申告コールセンターの開設

10資産税関係相談の隔日実施の試行

V研修

1 改正税法等
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第10章相続税事務〔事務提要第4章〕 ページ

I 申告案内対象事案等に係る事務

1 管理運営部門からの相法第58条通知書等の引継ぎ

2相続税の申告手続の周知文に係る事務

3特定贈与者が死亡した場合の相続時精算課税適用者管理フォルダ等に関する事務

4 固定資産税評価倍率の設定

Ⅱ 申告相談の実施に当たっての留意事項

Ⅲ申告書の収受等の事務

1 管理運営部門からの申告書等の確認依頼

2 資産課税（担当）部門で申告書を収受した場合の処理

3管理運営部門からの還付申告書の回付

4管理運営部門からの申告書等の引継ぎ

5 申告書等の引継ぎ後の事務

Ⅳ申告書等の編てつ及び管理

1 相続税の申告書等

2相続税の加算税決議書等

V事務処理に当たってのその他の留意事項

1 各事務の処理状況の的確な把握

2電子申告に係る申告内容の確認

3期限後申告に係る無申告加算税の不適用制度に関する事務

4特定贈与者の相続開始日入力の取消し入力依頼

5税務代理権限証書が単独で電子申告により提出された場合の処理

6 e-Taxを使用した加算税通知に関する事務処理

7相続税法58条通知書のオンライン化に向けた取組
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I 要処理事案の選定事務

1 各種お尋ね照会

2管理運営部門からの引継ぎ

Ⅱ 申告相談（準備）事務

Ⅲ申告書の収受等の事務

1 管理運営部門からの申告書等の確認依頼

2 資産課税（担当）部門で申告書を収受した場合の処理

3 管理運営部門からの申告書等の引継ぎ

4 申告書等の引継ぎ後の事務

Ⅳ申告書等の編てつ及び管理

1 贈与税の申告書等

2贈与税の加算税決議書等

V贈与税事案の転出入に関する事務

Ⅵその他

1 電子申告に係る申告内容の確認

2期限後申告に係る無申告加算税の不適用制度に関する事務

3特定受贈同族会社株式等に係る届出書が提出された贈与税事案に係る事務

4税務代理権限証書が単独で電子申告により提出された場合の処理

１
１
２
２
２
２
５
５
６
８
８
岨
吃
旧
田
圃
旧
過



目次－8

第11章贈与税事務〔事務提要第5章〕 ページ

5 e-Taxを使用した加算税通知に関する事務処理 14

第12章譲渡所得事務〔事務提要第6章〕 ページ

I 土地等譲渡所得事務

1 要処理事案の選定等

2 申告相談（準備）事務

3管理運営部門からの申告書等の確認依頼

4資産課税（担当）部門で申告書を収受した場合の処理

5譲渡関係書類等の引継ぎ後の事務

6譲渡所得に係る「誤り連絡せん」の処理

7事績書等の編てつ及び管理

8要処理事案の転出入に関する事務

9譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度適用見込事案

Ⅱ株式等譲渡所得事務

1 要処理事案の選定等

2 申告相談（準備）事務

3事績書等の編てつ及び管理

m e-Taxを使用した加算税通知に関する事務処理

1

1

１
１
２
２
３
３
４
４
４
５
５
５
５
６
６

第13章山林所得事務〔事務提要第7章〕 ページ

I 要処理事案の選定準備

1 管理運営部門からの引継ぎ

2お尋ねの実施

Ⅱ要処理事案の選定等
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第14章財産評価事務〔事務提要第9章〕 ページ

I 総則

1 評価専門官部門の運営

2評価専門官による事務管理

3評価事務の地域分担の決定

4指定地域署への協力依頼

5重要事案審議会の開催

6地方公共団体等との連携・協調
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第14章財産評価事務〔事務提要第9章〕 ページ

10地価情報の収集等

Ⅲ土地評価基準作成事務

1 仲値の評定

2評価基準額の評定
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7権衡査案
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13土地区画整理事業等の施行区域内における個別評価
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2報告
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1 売買実例の収集

2農業投資価格に関する精通者意見価格の収集

3報告

Ⅶ借家権割合評定のための基礎資料収集事務

1 借家権割合に係る意見の収集

2借家権割合に関する意見調書の提出

Ⅷ土地評価基準に基づかない申告等への対応

1 事前相談があった場合

2 申告等があった場合

3局への報告

4鑑定評価の依頼
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第15章納税猶予に関する事務〔事務提要第12章〕 ページ

I 農地等の納税猶予に関する事務

1 納税猶予を受ける旨の申告書の提出があった場合の処理

2納税猶予の継続届出書等の提出に関する事務

3特例農地等の利用状況等の照会

4猶予期限の確定事由を把握した場合の処理
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5免除対象事案に関する処理

6各種承認申請及び届出等があった場合の処理

7納税猶予期間中の管理

8農地等の納税猶予事案に係る資料の収集及び活用

9農業委員会との緊密な連携

10納税猶予事務の広域運営

Ⅱ株式等の納税猶予に関する事務

1 納税猶予を受ける旨の申告書の提出があった場合の処理

2納税猶予の継続届出書等の提出に関する事務

3猶予期限の確定事由を把握した場合の処理

4免除に係る各種届出・申請書等の提出があった場合の処理
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Ⅲ個人の事業用資産についての納税猶予に関する事務

1 納税猶予の適否判定等に関する事務

2猶予期限の確定事由・免除事由が発生した場合の処理

Ⅳ特定美術品についての納税猶予に関する事務

V医療法人の持分についての納税猶予に関する事務

Ⅵ山林の納税猶予に関する事務

Ⅶ納税猶予の審理面での対応
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第16章資産課税課所管事案に関する事務〔事務提要第17章〕 ヅ､ﾐージ

I 資産課税課所管事案に係る事務

Ⅱ局資産課税課が調査することが適当と認められる事案に係る進達事務
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第17章エリアー体的運営 ヅヘﾐージ

I エリアー体的運営実施署

1 全事務を対象としたエリアー体的運営

2調査事務を主とする一部事務を対象としたエリアー体的運営

3 内部事務の集中化の実施署における外部事務のエリアー体的運営の実施

Ⅱ全事務を対象としたエリアー体的運営

1 中心署及び対象署の共通的留意事項

2 中心署における事務

3対象署における事務

Ⅲ調査事務を主とする一部事務を対象としたエリアー体的運営

1 中心署及び対象署の共通的留意事項

2 エリア中心署が担当する実地調査事務の留意事項

3エリア対象署担当者が主担する実地調査事務の留意事項

4事務処理に当たり対象署の簿書を中心署に送付する場合の文書管理
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第18章報告 ページ

1 報告等一覧表

2報告等に係る文書管理システムによる送信細則
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第4章申告審理・行政指導事務

申告審理事務については、実地調査対象事案を選定する上で極めて重要な事務であることから、事務

提要に基づくほか、次により適切に事務を行う。

なお、申告納税制度の趣旨に鑑み、納税者の自発的納税義務の履行支援等を目的として、簡易な計算

誤りや法令の適用誤りがある事案等については、必要に応じて修正申告書等の自発的な提出を促す行政

指導により適切に処理を行う。

申告審理事務

1 相続税

申告審理事務については、別添l 「相続税申告審理事務の主な流れ」を参照し、適切に行う。

（1） 検算及び添付書類の確認

管理運営部門から引き継がれた申告書については、 「相続税申告書のチェック項目一覧表」 （管理

運営事務実施要領様式）及び「相続税の検算等チェックシート」 (4-001)に基づき、申告審理の

実施までに、適切に検算及び添付書類の確認を行う。

なお、確認に当たっては、次のイ又はロに掲げる事項に留意する。

また、申告審理前に行政指導を実施する場合には、 『申告審理区分の入力』処理は行わず、相続

税申告相談事績書の「申告審理事務｣欄に指導項目を簡記し、統括官等の確認を受ける。

おって、申告書に「検算内容確認票」 (FDC3Pl2)及び「相続税OCR申告入力エラーリスト兼入

力確認表(11表の付表) ｣ (FDC3PO7)が添付されている場合は、確実にその内容を確認する。

イ検算

検算の結果､事務提要第3章の2第5節「2指導項目」に掲げる指導項目（以下｢指導項目」

という｡）の項番1から22 （申告書上の誤り）に該当する事案については、納税者に対して、疑

問点等を指摘した上で、申告内容の見直しを要請し、必要に応じて自発的な修正申告書等の提出

を促す行政指導により是正処理を行う。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ 「1 自発的な申告内容の見直し要請」に基づき、適

切に実施する。

ロ添付書類の確認

添付書類が不足している場合には、行政指導により必要書類の提出を求める。

なお、 当該行政指導については、下記Ⅱ 「3不足書類の提出依頼」に基づき、適切に実施する。

おって、鑑定評価書等が添付されている場合は、遅滞なく審理担当者に連絡する。

（2） 「相続・贈与関係連絡せん」の作成

相続財産の中に次に掲げるもの（大阪国税局管内の法人に関するものに限る｡）がある場合には、

「相続・贈与関係連絡せん（連絡) ｣ (4-002)を作成し、法人課税（第-)部門統括官に回付

する。

I

』

一

一

』

一

一

一

■

↑①
②

一

三

一

』
一
一
一
一
一
一
一
一

なお、回付した場合には、回付事績を「相続・贈与関係連絡せん整理簿（相続・贈与)」 （4－

003)に記載し、適切に管理する。
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（注） 法人課税部門から、関係法人の調査事績が回報された場合は、その旨を「相続・贈与関係連絡せん整理簿」

に記載するとともに、添付されている「事業年度別増減差所得金額の明細表」に基づき、再審理を実施する。

なお､関係法人の調査予定年月日について連絡があった場合は､その旨を｢相続･贈与関係連絡せん整理簿」

に記載するとともに、連携調査等の実施について検討する。

(3) 国外転出（相続）時課税制度課税見込事案の把握

1二妻*” ゞ一三-三一< ’相続開始の時におい している被相続人から国外に居住する相

続人等が対象資産の全部又は一部を相続等している事案のうち、国外転出（相続）時課税制度を適

用した被相続人の所得税申告書が提出されていないものについては、資料情報事務提要に基づき

「国際取引連絡せん」 （4-004）を作成し、局資産課税課（国際税務専門官）へ送付する。

(i) 対象資産とは、有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいう。

(4) 課税見込事案等の抽出

課税見込事案等の抽出に当たっては、センター事務実施要領第7編「第4章資産課税事務」に

基づき、適切に実施する。

(5) 無申告理由のお尋ねの実施

無申告理由のお尋ねは、行政指導により実施する。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ「2 無申告理由のお尋ね」に基づき、適切に実施する。

(6) 申告審理対象事案の抽出等

イ 申告審理対象事案の抽出

申告審理対象事案は、申告案内対象事案、 自主申告事案及び課税見込事案等とする。

ロ一括非課税処理の決裁

申告審理対象事案以外の相法第58条通知書については、 「相続税法第58条通知書一括非課税

処理決議書」 （資4-15)により一括して非課税処理の決裁を受ける。

一括非課税処理の決裁を受けた相法第58条通知書は、処理を了した月ごとに編てつして保管

する。

ハ申告審理対象事案の抽出後の相法第58条通知書等の整理等

（ｲ） 「相続税法第58条通知書処理状況整理簿」 (10-001)の整理

申告審理対象事案の抽出等の処理を了した相法第58条通知書については、処理事績を明ら

かにするため、 「相続税法第58条通知書処理状況整理簿」に所要事項を記載する。

（ﾛ） 「相続税事務整理簿索引」の出力

相続税システムに登録された申告審理対象事案について、相続開始年月を指定して相続開

始日順又は氏名（カナ）順に「相続税事務整理簿索引」 (FDC5PO4)を出力する。

（ﾊ） 「相続税事務整理簿（総括表・本表／付表)」の整理

「相続税事務整理簿索引」及び｢相続税申告審理対象者一覧表」から「相続税事務整理簿(総

括表・本表／付表)」 （4-005）に所要事項を記載する。

なお、 「相続税事務整理簿索引」及び「相続税申告審理対象者一覧表」は、事務整理簿とと

もに編てつし、保管する。

(7) 署内資料の収集

署内資料の収集は、必要に応じて、次により実施する。

イ蓄積資料の出力依頼

申告審理対象事案について、申告書添付耆類等から次に掲げる事項を把握した場合には､相続

税システムにより蓄積資料の出力依頼を行う。

なお、 ｜相続税資料カード兼準備調査書（第3表)」及び「同（第5表)」については、個別指
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定による出力依頼ができないため、これらの帳票を個別に出力する場合は、資料調査システムの

「資産蓄積（資産税）の抽出」 メニューにより出力する必要があることに留意する。
一-一二 二

デ .
一 。 =一三①

②
③
②

一二守
一

|_~壹善臺亘妻_‐ ｜
③｜言三零- 二壱二1二

④卜三書三一 ---- ’
- -号ﾆﾐｰﾆ

ﾛ署内簿書

署内簿書からの収集に当たっては、 「相続税資料カード兼準備調査書」各表(FDC3POl、FDC9PO2

~FDC9PO5、 FDC9PlO及びFDC9P12～FDC9P15)及び「署内資料及び署外資料の調査事績整理表」

（資4－44－1， 2） （以下「署内資料等調査事績整理表」 という｡）に係る「調査する簿書名」

欄に掲げる署内簿書等から、次に掲げる事項を確認し、その結果等を署内資料等調査事績整理表

に記載するとともに、収集した資料は、その者の相続税申告相談事績書に添付する。

ｌ
①
②
③ ｛

一
一

④
⑤

'、 資料調査システム

資料調査システムからの収集に当たっては、資料調査システムの「統合検索」又は「局資料検

索｣ﾒﾆﾕｰにより､被相続人等の｜ ゞ極び｜ ■=1こついて確認し､上記ﾛによ
り確認されていない事項については、その結果等を署内資料等調査事績整理表に記載するとと

もに、出力した資料は、その者の相続税申告相談事績書に添付する。

なお、相続税資料カード兼準備調査書（第3表又は第5表）に「相続税資料」の表示があり､

内容を確認する必要がある場合には、資料情報事務提要に基づき、統括官等が局関連資料の検索

を実施する。

また、局関連資料の検索及び出力を実施した統括官等は、資料情報事務提要に基づき、局関連

資料を適切に管理する。

おって、局関連資料の取扱いについては、次の事項に留意する。

①局関連資料は複写しない。

②調査担当者へは口頭により開示する。

③納税者等に対しては開示しない。

4④ 局関連資
l■■■■■■■■■■■■

~こぎ ←雪 二
一三

料により拝梶し

こ

一三

’ ’
↑
↑

デ 一一
二

(8) 申告審理の実施

イ実施時期
Ⅱ P bb r 王FP淫副者4余唾 1

実 施 ｡ "時 期…対 ' i ii ﾘﾘ 象繍鍬騨＃職案

原則として申告期限から2か月を経過する月の月末

までの適期に実施する（別添2 「相続税経常事務の実施

時期一覧表」を参照)。

÷ず椎でに相続が開始した事案
ローニ ーーー= 一
一＝
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ロ実施要領

申告審理は、上記(7)により収集した署内資料、税理士法第33条の2に基づく添付書面及び当

該添付書面に係るチェックシート （相続税）を効果的に活用し、次により実施する。

なお、申告審理により海外資産関連事案を把握した場合は、第7章I 「2海外資産関連事案

の的確な把握」に基づき、海外資産関連事案の登録を行う。

（ｲ） 申告審理（簡易）

’
J三二

二三 二吏三’＝言一三三二ざ 三
宝 ミーニ の申告審理対象事案につい

より、申告審理（簡易）を

二

三

ては、 「相続税の申告審理等チェックシート 【簡易】」 (4-006)により、申告審理（簡易）を

実施する。

なお、 申告審理の結果「省略・非課税」に該当する場合は、 「相続税一括非課税・省略決議

書」 （4-007）を活用し、一括決裁を行って差し支えない。

(ﾛ｜ 申告審理（一般）

｛ の① 申告審理対象事案、②

:、 「相続税の申告審理上記(ｲ|の結果、申告審理基準に該当した事案、③無申告事案については、 「相続税の申告審理

等チェックシート 【一般】」 (4-008)により、申告審理（一般）を実施する。

なお、無申告事案の申告審理の結果「非課税」に該当する場合は、 「相続税一括非課税・省

略決議書」を活用し、一括決裁を行って差し支えない。

胸事案に係る申告審理（一般）については、第6章13また、

（2） 「ロ申告審理（一般）の実施」に準じて行う。

おって、対象署が業務センター室等の対象署である場合には、全ての事案に係る申告審理

（一般）を、業務センター室等で実施することに留意する。

|ﾊ） 申告審理結果入力等

申告審理事績の決裁を了した事案については、 「申告審理事績入力』処理等を行う。

なお、 「選定基準」欄には、 「相続税の申告審理等チェックシート 【一般】」の実地調査選定

基準に該当する主たる3項目の記号を入力する。

おって､該当記号が｢○~v｣に該当する場合は､ ｢|そそ二二‐亘1を入力する。
（住） 入力に当たっては、 「KSKシステム研修研修資料業務編相続税システム平成26年6月国税庁資

産課税課」のP126～P132及びP206～P210 「申告審理事績の入力」を参照する。

申告審理実施後の処理(9)

| ≦ _う亘迂 言二二 一 一実地調査基準該当事案については、 文書照会を速

やかに実施する。

なお、オンライン照会可能な期間が調査優先度判定等で必要となる照会期間を満たしている場

合は ン照会を活用するｵーンライ

文書又はオンライン照会の実施に当たり コールセンターに照会文書の発送等を依頼するまた

センター事務実施要領第 資産課税事務」 に基づき、適切に実施する場合は 編「第4章
マ

イ i●

おって、文書又はオンラインによる照会等については、文書照会通達及び令3. 10.4付大局総企

(二）第 12課共同「金融機関等に対す よる預貯金等照会の実施にっ↓19号ほか るオンラインに

て（指示)」に基づき、適切に実施するとともに、 「相続税経常事務システム(OAシステム)」 チーa畠

活用し効率化を図り、年間を通じて平準化するなど照会時期にも配意する。

(住） 文書照会実施後､トニー壬盲|が経過し回答が未了なものについては｢相続税経常事務ｼｽﾃﾑ(OAシス
テム)」の「要督促」欄にチェックを行う。

第4章－4



(10) 調査優先度判定の実施

イ実施時期
ｈ
‐
‐
‐
‐
‐
‐
０
４
．
可
ｑ
ｑ
Ｆ
ｑ
‐
ｆ
‐
‐
鼻

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
●
‐
期
‐
‐
呼
号
Ⅱ
‐

原則と まして

までに相続が開始した事案
での間に実施する。

ロ実施要領

実地調査基準該当事案については、署外資料及び局関連資料の内容に基づき、 「相続税の申告

審理等チェックシート 【一般】」第2面により、調査優先度判定を行う。

なお､調査優先度判定の実施に当たっては､納税者デｰﾀ等出力ｼｽﾃﾑから｢令和■年分の
相続税の有申告事案の選定事務に係る支援データ」を出力し、活用する。

また、調査優先度判定の際資料情報等から新たに海外資産関連事案を把握した場合は、第7

章I 「2海外資産関連事案の的確な把握」に基づき、海外資産関連事案の登録を行う。

おって、調査優先度判定の結果､実地調査対象事案として選定されなかった事案については、

机上調査、事後処理又は実調省略として、それぞれの区分により処理を行う。

(11） 実地調査基準該当者名簿等の作成

統括官等は、別添3 「資産各税の申告審理基準」 【相続税】に掲げる基準のうち、次の①から③

に該当した事案について、実調システムに被相続人に係る情報、関与税理士名などの事案情報入力

を行い、 「実地調査基準該当者名簿」及び「事後処理基準該当者名簿兼処理状況総括表」を出力の

上、事案管理に活用する。

①申告審理（簡易）基準の机上調査又は事後処理に該当した事案

②申告審理（一般）基準の机上調査又は事後処理に該当した事案

③調査優先度判定基準の実地調査、机上調査又は事後処理に該当した事案

（注） 調査優先度判定の結果、実地調査省略に該当した事案については、実調システムへの登載は不要である。

(13調査部所管法人に係る積極的な連携調査の実施

調査優先度判定の結果、 「実地調査」 としたもののうち、調査部所管法人に係る「相続・贈与関

係連絡せん」を作成した事案については、 5月末までに局資産課税課（監理第二係)へ連絡する。

（注） 「相続・贈与関係連絡せん」を作成した法人が調査部所管法人に該当するか否かについては、当該法人の課税

検索を行い、調査部所管法人である場合は「検索結果詳細画面（法人)」の「所管区分」欄が「局所管」 と表示

されることから、 これにより確認する。

2贈与税

（1） 申告審理準備事務

イ不足書類の提出依頼

添付書類が不足している場合（添付書類が光ディスク、磁気テープ又は磁気ディスク等の記録

用の媒体（以下「光ディスク等」 という｡）により提出されている場合を含む｡）には、行政指導

により必要書類の提出を求める。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ 「3不足耆類の提出依頼」に基づき、適切に実施す

る。

ロ無申告理由のお尋ねの実施

無申告理由のお尋ねは､行政指導により実施する。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ 「2 無申告理由のお尋ねjに基づき、適切に実施する。
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(2) 申告審理事務

イ実施時期
土還卍 ．や､萱詩.垂抄…霊

識鍵蕊熱!耀鍵篝鍵識

4月末日までに完了する。

｛灘綴議議議灘灘§

に舅‐ ：1
(過年分の申告審理未済事案を含む。 ）

ロ実施要領

申告審理は、署内資料及び税理士法第33条の2に基づく添付書面を効果的に活用し、別添3

「資産各税の申告審理基準」 【贈与税】に基づき実施する。

言ミ ゞ ゼ 、 ÷ご舌圭｜‐ 二一二二:なお、 は、遅滞なく審理担当者に連絡する。

おって、実施に当たっては、次の事項に留意するほか、特に住宅取得等資金の贈与税の特例の

適用を受ける事案については、添付書類又は所得税申告書により、特例適用の対象となる家屋に

係る床面積（240㎡以下）や合計所得金額(2,000万円以下）など、特例適用要件を具備してい

るか確実に確認する。

(ｲ） 「贈与税精算課税適用者確認資料カード」 との照合

過去における相続時精算課税の適用状況を確認するため、全ての贈与税事案を対象に、贈与

税申告相談事績書と贈与税システムのセンターバッチ処理により作成される「贈与税精算課

税適用者確認資料カード」 (FDDIP10) との照合を行う。

なお、 「贈与税精算課税適用者確認資料カード」を活用し、別添4 「『贈与税精算課税適用者

確認資料カード』の処理について」に基づき贈与税システムへの入力誤りについても、併せて

確認する。

おって、出力した「贈与税精算課税適用者確認資料カード」は、確認後、贈与税申告相談事

績書に添付する。

（住)1 過去に相続時精算課税を適用し、贈与税システムにその旨登録されている場合には、贈与税申告相談事

績書の表題部右側に「精算課税適用有」 と表示されるが、受贈者の「住所及び氏名」をキーとした照合の

みであるため、 「贈与税精算課税適用者確認資料カード」 との照合は必ず行う。

（注)2 「贈与税精算課税適用者確認資料カード」の出力時期については、 「KSKシステム等月間処理状況整

理表」を確認する。

(ﾛ） 「海外資産関連事案の連絡シート」の作成及び資料の収集

申告審理により海外資産関連事案を把握した場合は、第7章I 「2海外資産関連事案の的

確な把握」に基づき、海外資産関連事案の登録を行うとともに、受贈財産が海外資産であるも

のについては、確実に資産の所有等に関する資料の収集を行う。

|ﾊ｜ 「相続・贈与関係連絡せん」の作成

受贈財産の中に、次に掲げるもの（大阪国税局管内の法人に関するものに限る｡）がある場

合には、 「相続・贈与関係連絡せん(連絡） 」を作成し、法人課税（第一）部門統括官に回付する。

①卜;言丁 ＝ モ ーニ ゞ==－－ ＝ ご二言’二二ざ-" 二 言
．:.了 二三三 一 一 三

にﾐｰ 三 一 一 一二享三 --_蟇三三三’②

なお、回付した場合には、 「相続・贈与関係連絡せん整理簿（相続。贈与)」に記載し、適切

に管理する。

(注） 法人課税部門から、関係法人の調査事績が回報された場合は、その旨を「相続・贈与関係連絡せん整理

簿」に記載するとともに、添付されている「事業年度別増減差所得金額の明細表」に基づき、再審理を実

施する。

なお、関係法人の調査予定年月日について連絡があった場合は、その旨を「相続。贈与関係連絡せん整

理簿」に記載するとともに、連携調査等の実施について検討する。
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(二｜ 国外転出(贈与)時課税制度課税見込事案の把握

‐鑓_純脅郷"1J -r
’、壷贈与の時において いる一定の居住者から国外に居住す

る親族等が対象資産の全部又は一部を取得している事案のうち、国外転出(贈与)時課税制度

を適用した贈与者の所得税申告書が提出されていないものについては、資料情報事務提要に

基づき「国際取引連絡せん」を作成し、局資産課税課（国際税務専門官）へ送付する。

（注） 対象資産とは、有価証券等、未決済信用取引等又は未決済デリバティブ取引をいう。

(3) 自発的な申告内容の見直し要請

上記(2)を実施後、申告書の記載内容等から指導項目がある事案については、納税者等に対して、

疑問点等を指摘した上で、申告内容の見直しを要請し、必要に応じて自発的な修正申告書等の提出

を促す行政指導により是正処理を行う。

なお、申告審理時において、実地調査又は事後処理基準に該当する要調査項目を把握した場合に

は、行政指導は行わず、実地調査又は事後処理により簡易な計算誤りや法令等の適用誤りも併せて

是正する必要があることに留意する。

おって、当該行政指導については、下記Ⅱ 「1 自発的な申告内容の見直し要請」に基づき、適

切に実施する。

(4) 実地調査基準該当者名簿等の作成

申告審理の結果、実地調査又は事後処理基準に該当した事案について、統括官等は、実調システ

ムに受贈者に係る情報、関与税理士名などの事案情報入力を行い、次の帳票を出力の上、事案管理

に活用する。

①実地調査基準該当事案・ ・ ・ 「実地調査基準該当者名簿」

②事後処理基準該当事案． ． ． 「事後処理基準該当者名簿兼処理状況総括表」

(5) 調査部所管法人に係る積極的な連携調査の実施

申告審理区分を「実地調査」 としたもののうち、調査部所管法人に係る「相続・贈与関係連絡せ

ん」を作成した事案については、 5月末までに局資産課税課（監理第二係）へ連絡する。

（注） 「相続．贈与関係連絡せん」を作成した法人が調査部所管法人に該当するか否かについては、当該法人の課税

検索を行い、調査部所管法人である場合は「検索結果詳細画面（法人)」の「所管区分」欄が「局所管」 と表示

されることから、 これにより確認する。

(6) 買入れ資産についてのお尋ねの実施

買入れ資産についてのお尋ね照会に当たっては、センター事務実施要領第7編「第4章資産課

税事務」に基づき、適切に実施する。

なお、お尋ねの実施状況等については、 「買入れ資産についてのお尋ね照会実施状況連絡票」 （4

009）を活用する。

3土地等譲渡所得

（1） 申告審理準備事務

イ不足書類の提出依頼

添付書類が不足している場合（添付書類が光ディスク等により提出されている場合を含む｡）

には、行政指導により必要書類の提出を求める。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ 「8不足書類の提出依頼」に基づき、適切に実施す

る。
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ロ見込時価額の見直し

’ 蝿獺繍鞠懸癖￥ のうち、現地確認が必要と認め
マサ 一 二

－’ - - ¥
」

＝

られる事案については、遅くとも4月上旬までに、見込時価額の見直し又は他署への見直し依頼

を行う。

ハ無申告理由のお尋ねの実施

無申告理由のお尋ね(所得税の申告はあるが、土地等譲渡所得の申告がない事案に対するお尋

ねを含む｡）は、行政指導により実施する。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ 「2無申告理由のお尋ね」に基づき、適切に実施す

る。

（注） 無申告理由のお尋ね対象者については、確実に課税検索等を実施し、 申告の有無を確認する。

(2) 申告審理事務

イ実施時期

燕蕊蕊繍蕊蕊鍵鑿
簔壼雲萱蕊讃雄目:霧證

森議議:::: 1 ≦寡＝誉窒

4月末日までに完了する。

ﾆﾆ奪露二種二苓二:蕊 F ﾆ ﾆ ﾆ 』 E ﾆ

譲識!；Iﾘ熟#蕊INﾘﾘﾘ"%ﾘﾘ | #

’二≦ ‐こ §t三一1
(過年分の申告審理未済事案を含む。 ）

ロ実施要領

申告審理は、次のとおり、署内資料､各種チェックシート等(4-010～4-027)及び税理士

法第33条の2に基づく添付書面を効果的に活用し、別添3 「資産各税の申告審理基準」 【土地等

譲渡所得】に基づき実施する。

の申告審理(ｲ）

なお、若手職員については、申告審理能力の向上を図る観点から、必要に応じて、各種チェ

ックシート等を活用し、申告審理を行う。

’①
②
③
④

’

1ニ二 一

この場合､讓渡所得納税相談事績書の｢納税相談事績｣欄の記載を省略するほか､ |亘 ＆妄三一
】

’

三三塗
を行っても差し支えないこ＝罠

ニーー ー

寺三

さ三ナ孝
含、ノー、

三些
三

無申告事案については､I

こい

一 一

ま区分した上で､に‐ ご←

差|こよる処理を行っても差し支え鞍い,
具体的な申告審理は、平2． 6 「瞥産税調杳の函

二三 こ ‐ 二
二

三 ゴ ー ニニー
ミ － 三-f-=-x _Z 三二二 毒舌

三

_f ≦ 二 二二三‐ 胸申告審理

二

(譲渡所得編） を
一 一二 二

参照する”1(田

2

凸
易:- :’＝一

I
＝

(ロ）

｜
’については、 「

己 ニ

モ ＝
一

＝こさ
き､二と三 申告審理を実施する。て、

なお、申告審理の結果、局への送付対象となった事案については、次の書類の写しを局WA

Nメールにより局資産課税課（監理第四係）へ送付する。

⑪ 「令和ﾖ年分土地等譲渡所得事案送付一覧表(4鵬叫」
ド

二＝ 一三．

一言一二
二三二

②
二三

一

一.＝-ニ ーーーー
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③讓渡所得納税相談事績書及び譲渡所得資料カード

④讓渡所得の内訳耆及び添付資料一式

⑤収支内訳書又は所得税青色申告決算書（譲渡物件が事業用資産の場合）

⑥取得価額引継整理票（譲渡物件の取得時に交換、買換え等の特例を適用している場合）

おって、局への送付対象となった事案については、局が保有するデータを活用し、処理区分

を決定して連絡することから、実地調査対象事案として連絡を受けた署は、第5章I 「実地調

査対象事案の選定等」に基づき、随時選定する。

(ﾊ） 土地等譲渡所得の事務処理手順見直しに係る試行の実施

錘ﾛ性分の土地等譲渡に係る事務処理手順については、 申告審理対象事案の見直しをは
とする申告審理事務等の効率化に向けた試行を全署及び業務センター室等において実施じめ

-←‘プ

9．'DC

なお、試行の詳細については、別途連絡する。

ハ収用等の場合の課税の特例に係る事後監査を要する事業の連絡

収用等の場合の課税の特例の適用事案の申告審理において、 措置法第33条．33 条の2．33条

(収用交換等の場合の課税の特例）チェックシート （以下「チェックシート」 という。）にの4

掲げる次のような事業を把握した場合は 事前協議事務担当者（第8章「5事前協議に関する

事務」に係る事務を担当する者をいう。以下同じ｡）に連絡する。
茜

１
１
イ
ロ

Ｉ
Ｉ に 亨 ’
(ﾊ）

なお､連絡を受けた事前協議事務担当者は、当該事業が自署以外で事前協議を行ったものであ

る場合には、チェックシートの写し 事續耆その他参考となる資料を中心署の審理専門官に送付

する。

二実施に当たっての留意事項

申告審理に当たっては、見込時価額にかかわらず、次の事項に留意の上、適切に実施する。

（ｲ） アウトプット帳票に基づく申告状況等の確認

「不動産等の譲受けの対価の支払調書」に係る「譲渡所得資料カード」 (FDEEPOl) と申告書

等を照合した結果、非違が認められる場合には、必ず事案を作成し、確実に処理を行う。

（ﾛ） 「取得価額引継整理票」の作成

土地等譲渡所得に関する課税の特例のうち、課税の繰延べが行われる措置法第37条（特定

事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例）などを適用し、買換資産等を取得して

いる場合には、事案の処理時に当該買換資産等に係る取得価額引継整理票を作成する。

（住） 取得価額引継整理票の作成事務に当たっては、別添5 「取得価額引継整理票の作成事務フロー」を参照
する。

（ﾊ） 「海外資産関連事案の連絡シート」の作成

申告審理により海外資産関連事案を把握した場合は、第7章I 「2海外資産関連事案の的

確な把握」に基づき、海外資産関連事案の登録を行う。

（二） 「消費税連絡せん」の作成

消費税の課税売上高となる'二 一亙星圏譲渡している事案を把握した場合は. ｢令和
年分消費税連絡せん（譲渡所得・山林所得)｣ (4-031)を2部作成し、 1部は「譲渡所得

の内訳書」等の写しと併せて個人課税（第一）部門へ回付し、 1部は資産課税（担当）部門控
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用として讓渡所得納税相談事績書に添付するとともに、 「申告相談事績等の整理チェックシー

ト」 （資6－5－2）の所要欄を整理する。

なお、事務年度末までに「譲渡者名簿（全件)」を出力の上、 「摘要」欄に「消」 と表示され

ている事案について、 「消費税連絡せん」が作成・回付されているか否かを確認し、当該連絡

せんが作成等されていない場合には、速やかに作成の上、個人課税（第一）部門へ回付する。

（ﾎ） 申告審理結果入力等

申告審理事績の決裁を了した事案については、 『申告審理結果入力」処理等を行う。

なお、実施に当たっては、別添6 「士地等譲渡所得の申告審理結果入力等について」を参照

する。

また、申告審理事績の決裁を了した事案に係る譲渡所得システムの入力に当たって、処理区

分を「実地調査」又は「事後処理」 とした事案については、次により適切に実施する。

①整理番号がない事案については、新規に整理番号を取得した上で『申告審理結果入力』処

理を行う。

② 「申告審理結果入力』の処理を了した後、所得税システムに調査対象者の一括連絡による

自動登録を行う。

おって、当該事務の実施に当たっては、事務提要第6章第7節「5 申告審理結果入力等」

を参照する。

(3) 自発的な申告内容の見直し要請

上記(2)を実施後、申告書の記載内容等から指導項目がある事案については､納税者等に対して、

疑問点等を指摘した上で、申告内容の見直しを要請し、必要に応じて自発的な修正申告書等の提出

を促す行政指導により是正処理を行う。

なお、申告審理時において、実地調査又は事後処理基準に該当する要調査項目を把握した場合に

は､行政指導は行わず､実地調査又は事後処理により簡易な計算誤りや法令等の適用誤りも併せて

是正する必要があることに留意する。

おって､行政指導の実施要領等の詳細については､下記Ⅱ「1 自発的な申告内容の見直し要請」

に基づき、適切に実施する。

(4) 実地調査基準該当者名簿等の作成

申告審理の結果、実地調査又は事後処理基準に該当した事案について、統括官等は、実調システ

ムに譲渡者に係る情報、関与税理士名などの事案情報入力を行い、次の帳票を出力の上、事案管理

に活用する。

①実地調査基準該当事案・ ・ ・ 「実地調査基準該当者名簿」

②事後処理基準該当事案・ ・ ・ 「事後処理基準該当者名簿兼処理状況総括表」

4株式等譲渡所得

（1） 申告審理準備事務

イ不足書類の提出依頼

添付書類が不足している場合（添付書類が光ディスク等により提出されている場合を含む｡）

には、行政指導により必要書類の提出を求める。

なお、当該行政指導については、下記Ⅱ「3不足書類の提出依頼」に基づき、適切に実施す

る。
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ロ 申告審理対象事案の抽出等

申告審理対象事案の抽出に当たっては、事務提要第6章第7節7 「(1) 申告審理対象事案の抽

出等」に基づき、適切に実施する。

｢令fup年分株式等讓膜所得の無申告事業に係局資産課税課（監理第四係）が提供するなお、

るリスト」等を納税者データ等出力システムから出力し、活用する。

ハ無申告理由のお尋ねの実施

上記ロの結果、申告を要すると認められる無申告事案（所得税の申告はあるが、株式等譲渡所

得の申告がない事案に対するお尋ねを含む｡）については、下記Ⅱ 「2無申告理由のお尋ね」

に基づき、行政指導（無申告理由のお尋ね）を実施する。

（注） 無申告理由のお尋ね対象者については、確実に課税検索等を実施し、申告の有無を確認する。

(2) 申告審理事務

イ実施時期

灘雛灘鰄蝋灘職騨騨蕊鍵蕊鱗鍵蕊
い
計

j鐸

1

令和4年8月～令和4年1()月末日までに実施する。

ロ実施要領

申告審理は、事務提要第6章第7節7 「(2) 申告審理」から「(9) 事案の管理」に基づき、別

添3 「資産各税の申告審理基準」 【株式等譲渡所得】により適切に実施する。

なお、申告審理により海外資産関連事案を把握した場合は、第7章I 「2海外資産関連事案

の的確な把握」に基づき、海外資産関連事案の登録を行う。

ハ申告審理結果入力に当たっての留意事項

申告審理事績の決裁を了した事案に係る譲渡所得システムの入力に当たって、処理区分を「実

地調査」又は「事後処理」 とした事案については、次のとおり適切に実施する。

①整理番号がない事案については、新規に整理番号を取得した上で『申告審理結果入力」処理

を行う。

② 『申告審理結果入力」の処理を了した後、所得税システムに調査対象者の一括連絡による自

動登録等を行う。

なお、当該事務の実施に当たっては、事務提要第6章第7節「5 申告審理結果入力等」を参

照する。

(3) 自発的な申告内容の見直し要請

上記(2)を実施後申告書の記載内容等から指導項目がある事案については、納税者等に対して、

疑問点等を指摘した上で、申告内容の見直しを要請し、必要に応じて自発的な修正申告書等の提出

を促す行政指導により是正処理を行う。

なお、申告審理時において、実地調査又は事後処理基準に該当する要調査項目を把握した場合に

は､行政指導は行わず､実地調査又は事後処理により簡易な計算誤りや法令等の適用誤りも併せて

是正する必要があることに留意する。

おって、当該行政指導については、下記Ⅱ 「1 自発的な申告内容の見直し要請」に基づき、適

切に実施する。

(4) 実地調査基準該当者名簿等の作成

申告審理の結果、実地調査又は事後処理基準に該当した事案について、統括官等は、実調システ
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ムに譲渡者に係る情報、関与税理士名などの事案情報入力を行い、次の帳票を出力の上、事案管理

に活用する。

①実地調査基準該当事案・ ・ ・ 「実地調査基準該当者名簿」

②事後処理基準該当事案・ ・ ・ 「事後処理基準該当者名簿兼処理状況総括表」

行政指導

行政指導については、事務提要第3章の2第5節「行政指導」によるほか、次に基づき適切に実施す

る。

1 自発的な申告内容の見直し要請

申告書の記載内容等から指導項目があるものの是正については、納税者に対して、疑問点等を指摘

した上で、申告内容の見直しを要請し、必要に応じて修正申告書や更正の請求書の自発的な提出を促

す（以下「行政指導（自発的な見直しの要請)」 という｡)。

（1） 行政指導として納税者等に接触する際の留意事項

行政指導として納税者等に接触する場合は、納税者等が置かれる法的立場を明らかにする観点

から、行政指導である旨を明示することとし､調査による質問検査権の行使との誤解を与えること

がないよう適切に実施する。

（2） 実施時期

イ相続税

Ⅱ

上記1 1(1) 「イ検算」による検算事務を実施した上で、

■■に該当する事案については､申告審理までに実オ申告審理までに実施する。

なお、申告審理の結果､‘

案を把握した場合には、 1案を把握した場合には、速

のみに該当する事

やかに行政指導を実施する。

おって、相続税における行政指導の事務処理に当たっては、別添7 「相続税に係る行政指導の

標準的な事務処理フロー」を参照する。

ロ贈与税、譲渡所得（山林所得を含む｡）

上記12 ｢(2) 申告審理事務｣、 3 ｢(2) 申告審理事務」及び4 ｢(2) 申告審理事務」による

申告審理事務を実施した上で、指導項目を抽出し、速やかに実施する。

(3) 実施要領

行政指導（自発的な見直しの要請）は、次の耆面を納税者に送付して実施する。

j學蕊蕊蕊II侭溌I職蕊#蕊議§蕊蕊難藤
「相続税の申告書の見直しについて」 （4-032）

「贈与税の申告書の見直しについて」 （4-033）

「 所得の申告の見直しについて」 （4-034）

蕊職鐡蕊蕊蕊蕊篝篝
相続税

贈与税

譲渡所得及び山林所得

…

なお､税務代理権限証書の提出がある税理士等関与事案に限り、書面に代えて､税理士等に対し、

電話による見直しの要請を行って差し支えないが、この場合、税理士等に対し、連絡時点における

税務代理権限の有無を確認した上で行うことに留意する。

おって､書面の送付に当たって､ ｢見直し期間｣の設定については､相続税はおおむね■■
相続税以外の税Hはおおむね■とし､個別事情に応じて見直し期間を延長することと~E三両
差し支えない。
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(4) 納税者等からの問合せへの対応

行政指導の実施後に、納税者等から内容等に関する問合せがあった場合には、上記(1)のほか、次

の事項に留意する｡

①納税者等から、指導項目について、より詳細な説明を求められた場合には、非違事項等を十分
■
鐸
。

｜

■

一

一

■

一

二

二

今

二

一

二

一

一

壬

圭

｝
理解できるよう説明することは差し支えないが、

三誉壽’
一寺

三

（注） 当該説明に基づき納税者から提出された修正申告害については、更正があるべきことを予知してなされた

ものには当たらない。

②納税者等に対する自発的な見直しの要請を行った際、指導項目以外についても是正したい旨

の申立てがあった場合には、併せて見直しを図ることとし、行政指導の過程において把握された

指導項目以外の項目についても併せて自発的な修正申告耆の提出があった場合、当該修正申告

書の提出は、更正があるべきことを予知してなされたものには当たらない旨を説明する。

(5) 自主的な修正申告書等の提出があった場合の処理

上記(3)を実施後、納税者等から自主的な修正申告書等の提出があった場合は、事務提要第3章の

2第5節「6事後処理(行政指導)事績の処理｣に基づきKSKシステム等への事績入力を行う。

なお、山林所得について、処理を了した際は、作成した山林所得事後処理事績書の右上余白に

「行政指導」 と朱書きする。

（注） 行政指導の事務処理に当たっては、別添8 「行政指導処理完了時の入力要領等について」を参照する。

(6) 行政指導に応じない場合の対応

上記(3)を実施後､送付した書面に記載した見直し期間までの間に、自発的な見直しが行われない

場合は、納税者等への督促は行わず、実地調査又は事後処理に移行した上で、適切に処理する。

なお、事後処理により納税者に接触する場合は、次の耆面を納税者に送付する。

際

「相続税の申告について

要請）に応じない場合)」

「相続税の申告について

要請）に応じない場合)」

(来署依頼状） （行政指導（指導項目の自発的な見直し

(4-035)

(連絡依頼状） （行政指導（指導項目の自発的な見直し

(4-036）

相続税

I の申告について

に応じない場合）

の申告について

に応じない場合）

（来署依頼状） （行政指導（指導項目の自発的な見

(贈与税。譲渡所得・山林所得用)」 （4-037）

（連絡依頼状） （行政指導（指導項目の自発的な見

(贈与税。譲渡所得・山林所得用)」 （4-038）

贈与税

譲渡所得

山林所得

直し要請）

「

直し要請）

2無申告理由のお尋ね

無申告理由のお尋ねの実施に当たっては センター事務実施要領第7編 ｢第4章資産課税事務」

に基づき、適切に実施する。

なお、センター事務実施要領の対象外の事案に係る署での無申告理由のお尋ねの実施については、

以下のとおり行う。

(1) 実施要領

行政指導（無申告理由のお尋ね）は、次の書面を納税者に送付して実施する。
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日
fI:I同封する書類区 分税目等

センター事務実施要領

第7編第4章1(6) 「ロ

発送文書」を参照

申告案内対象事案の

再案内に使用する様式

「相続税の申告等についての御案

内（再案内用)」 （4-039, 040)

相続税

「相続税の申告等についての御案

内(課税見込事案等抽出用)」 （4-

041, 042)

上記以外の場合に使

用する様式

「贈与税の照会に対す

る回答」 （資5－65）

「贈与税の申告についてのお尋

ね（無申告理由のお尋ね） 」 （4

-043）

贈与税無申告者に使

用する様式
贈与税

「譲渡所得の申告についてのお尋

ね（無申告理由のお尋ね） （譲

渡：申告書の提出がない場合） 」

(FDEEP81)

「譲渡所得の照会に対

する回答（土地等譲渡

所得)」 （4-044）

所得税無申告者に使

用する様式

士地等

譲渡所得
「譲渡所得の申告についてのお尋

ね（無申告理由のお尋ね） （譲

渡：他の所得のみ申告の場合） 」

(FDEEP82)

所得税の申告はある

が、土地等譲渡所得の申

告がない者に使用する

様式

「株式等に係る譲渡所得等の申告

についてのお尋ね（無申告理由の

お尋ね） （4 045）

「譲渡所得の照会に対

する回答（株式等譲渡

所得)」 （4-046）

株式等

譲渡所得

株式譲渡所得無申告

者に使用する様式

「山林所得の照会に対

する回答」 （資7-13

－3）

「山林所得の申告についてのお尋

ね（無申告理由のお尋ね） 」 （4

-047）

山林所得無申告者に

使用する様式
山林所得

なお、次のいずれかに該当する場合は、行政指導（無申告理由のお尋ね）によらず、実地調査又

は事後処理により処理を行う。

鼻 一
二 一 三

－三一一①
②
③
④
⑤

- -引
～

＝

■一苫 ﾗず

こ

三二

二＝冒
三

一

一

一

一

・

一

戸

一

一

一

毛

一

一

一

・

一

一

『
一
”
一
一
一
一
△
一
■
一
一
一
一
一
一
一
一

＝ 字 三

写

一二
二

←藍

二

. = 三

一 ．一三 ■

今 一一q 一 二二 _ ‐⑥
⑦
⑧
⑨

三二 ニ
ーー ーー ニ二

＝二二 ．

一 ■ ■ 弓 一

一 ＝ 一 一

一一 一

一一一一一＝=ｰ

一＝一一二
＝

一＝

二

戸
一
一
一
一
一
一
七
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一

一

一

一

一

一

一

一

画

一

二

一

手

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

＝＝

＝

＝言一二

二

一＝ー

一 二一 竜一

一一一
＝や

二三

＝
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(2) 自主的な期限後申告書の提出があった場合の留意事項

上記(1)を実施後、納税者等から自主的な期限後申告書の提出があった場合は、相続税、贈与税、

土地等譲渡所得及び株式等譲渡所得についてはKSKシステム等への行政指導事績の入力を行う。

li) 行政指導の事務処理に当たっては、 「行政指導等処理完了時の入力要領等について」 （別添8)を参照する。

(3) 行政指導に応じない場合の対応

上記(1)を実施後、送付した書面に記載した見直し期間までの間に、自発的な期限後申告書等の提

出がない場合（｢お尋ね｣の回答のみがあった場合等を含む｡）は、納税者等への督促は行わず、実

地調査又は事後処理を行う必要がある事案は、確実に選定する。

なお、事後処理により納税者に接触する場合は、次の書面を納税者に送付して実施する。
皿
諺
毒
垂
迂

》

岬
露
毒
蕊

蝉
一
寒
寒

》
ヨ
ヨ
ヨ
ヨ

癖
蕊 灘鱗髄愚綴

「相続税の申告について（来署依頼状） （行政指導（無申告のお尋ね）に応じない

場合)」 （4-049）
相続税

贈与税 ｜ 「贈与税の申告について（来署依頼状） （行政指導（無申告のお尋ね）に応じない場合) ｣ (4-050)

「譲渡所得の申告について（来署依頼状） （行政指導（無申告のお尋ね）に応じな

い場合)｣ (4-051)

土地等

譲渡所得

「株式等に係る譲渡所得の申告について（来署依頼状） （行政指導（無申告のお尋

ね）に応じない場合)」 （4-052）

株式等

譲渡所得

「山林所得の申告について（来署依頼状） （行政指導（無申告のお尋ね）に応じな

い場合)」 （4-053）
山林所得

おって、実地調査又は事後処理により期限後申告書等の提出があった場合の加算税の賦課決定

に当たっては、当該期限後申告書等については、更正又は決定があるべきことを予知して提出され

たものに該当することに留意する。

3不足書類の提出依頼

不足書類の提出依頼に当たっては、原則として行政指導により、不足書類の自発的な提出依頼（以

下「行政指導（不足書類の提出依頼)」 という｡）を行う。

（1） 実施要領

行政指導（不足書類の提出依頼）は、次の書面を納税者に送付して実施する。
－

§灘繊l灘驚灘:;l鱗:鱗蕊灘:|繊職鍵箪

「書類のご提出のお願い」 (4-054)

「書類のご提出のお願い」 （4 055）

なお、提出を依頼する不足書類の数が3種類以下である場合には、納税者等に対して電話により

依頼して差し支えない。

おって、各様式における「○ご提出をお願いしたい書類」欄の記載に当たっては、別添9 「『○

ご提出をお願いしたい書類』欄の記載例」を参照する。

(2) 光ディスク等により添付書類の提出があった場合の留意事項（相続税を除く。）

添付書類が光ディスク等により提出されていることを把握した場合には、次の区分に応じて適
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切に対応する。

イ法令等に定められた書類

納税者（税理士関与事案の場合は、関与税理士）に対し、 「行政指導」 として接触し、次の事

項について説明の上、紙媒体等（電子申告の場合は、イメージデータ(PDF形式）により送信

する方法も可）による提出を指導する。

①光ディスク等による提出は認められていないこと

②各種特例に係る適用要件等の判定上、所定の書類の添付漏れと同様の扱いとなること

なお、関与税理士が紙媒体等による提出に応じない場合は、納税者に直接依頼する旨説明した

上で、納税者に対し、同様に紙媒体等による提出を指導する。

おって、再三の指導をしたにもかかわらず、紙媒体等による提出に応じない場合において、法

令等に定められた各種特例に係る手続要件を満たさないものと認められるときは、特例否認等

の更正処分の実施を検討する。

p上記以外の書類

法令等に定められた書類以外で提出を依頼している書類については、改めて紙媒体等による

提出を求めることを要しないが、事務処理及び事務管理上の観点から、紙媒体等による提出を依

頼することとしても差し支えない。

4行政指導の進行管理

統括官は、上記1から3に掲げる行政指導の実施状況の確認に当たり、①「税（所得） 行政指

導対象事案既未済整理簿（自発的な見直し要請)｣、②「税（所得） 行政指導対象事案既未済整理

簿（無申告理由のお尋ね)」又は③「税（所得）行政指導対象事案既未済整理簿（添付書類の提出

依頼)」 （4-056～058）を使用し、適切に事務の進行管理を行う。

駐） 作成した各種既未済整理簿のうち、譲渡所得及び山林所得に係るものについては、納税者等へ接触する前に写しを

個人課税（第一）部門に回付し、協議した上で処理を行う。
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第4章申告審理0行政指導事務



別添1

相続税申
生
ロ 審理事務の主な

:本
"IL れ

’ ’ ’申告あ り 無申告

Ｌ
一
一
与

１
１ ＝

一 ~二
子雷

二 二
＝

一

’
＝＝二

儲一

具検

行政指導（自発的な見直し要請）

■■■■■■■■■■■■■■■■

検算終了後、行政指導項目 （申告書

上の誤り）に該当した事案については

自発的な修正申告書等の提出を促す行

政指導により是正処理を行う。

I ｣ I 一

且 』↓

’

且 ｢課税見込事案等抽出票」 を活用(注） ２

団原・
鼎

阿実地

調査’ 申告審理（簡易）※局関連資料検

団 厩
省略

非課税

行政

指導

F彌首萱嚥苗葱師罵為~’
．ー■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■』

顧珂
「お尋ね」

期限後申告
回答あり

‐___■___‐三

｜ 戸籍謄本｜

｜ 請求 ｜

~早一,可P マ

行政指導項目のみに該当した事

案については、 自発的な修正I|'告

書等の提出を促す~行政指導により

是正処理を行う。

● 可P

｜

’ ’
申告審理（一般） ※毎月実施

※局関連資料検索

|匝閏固團’|臆囎臘柵当ﾝ実地調脅
1＆ ｢ ’ :一般｣ として入力する｡J 写
1期聡爵燃当声地調査
l ：一般」 として入力する。

該当※申舎喜鰯事績の入力KSKシステムへの入力に当

っては、 「調査区分」欄は

卜 炉照会文書発送

与

’

唖
ー

＝

当初机上

調査等
実地調査（優先度A～E)

畢

短実

調査

１
Ｊ

優先度判定した結果、①机上調査基準のみに該当する事案は机上洲

査、②その他の場合は小後処瑚に申告審理区分を変更する。

【KSKシステム】

机上調査・ ・ ・ ・ ・ 「 111告稀理束絞の入力（訂正） 」

その他の場合･ ･ ･ 「処理区分の変更入力」

特別調査

一般調査

机上

調査

両L

j

した場合には、KSKシステムの『Ii'告

り、該当する調査区分を入力する。

(注） 1 「相続についてのお尋ね」の回答があるものについては、行政指導（無申告理由のお尋ね）を実施すること

なく、 申告審理（一般）を行う。

2課税見込事案リストの対象事案については、局関連資料の検索を実施する。

第4章 1
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別添2

相続税経常事務の実施時期一覧表

－－－－－－~－－－－－－~－

§｜ 『な…” “訓”Eな本務処Fl1 処理日

上 期

令和4年

7月 ’ 8月 ’ 9月 ［0月

下 側

’ 令和5ｲ’

11月 ’ 12月 1月
、口

凸ノ」 3月 1 1 月 ’ 6月月 ’ 6月

月分

4/6
｡58条通知書の収受､撚理 7 1 8 9 '0 12 1 5／I 2 Ｐ

Ｏ

～

58条入力粟の捕完記入､送付’ 毎月末に送付 4/5 q 106 ll l2 1 5／1 1 2 4罰

入力データの確認･訂正
第13稼働'二1～月末

システム入力対象者の確定

4/4 8 0 11 12 1 5／1且 3、

管
理
運
営
部
門 ’

、

第6稼働日を含め5日

以内に帳票ダウンロー

ドにより!|砥送し、転送
した日を含め3日以内

に資料カードを出力

資料カード技碓備調査苔の出力

74/2 ３ ４ 5 6

‘ ｜ ， ミ‘ ｜ ’ ’
5／］'2

事案選定結果の確定入力

’
4/， 2 3申告案内発送 随時 ８

４

4 5 ９

５

ll l210ｂ

ウ』申告事績の入力 随時 10 l］ 4/1
qR／Q

ご′四

1m
L凸 855

2 1 3 43/8 9 1 10 1 11 12 1 4/1･徴収決定連絡 毎月1日～8日
ハ ー

b ／

･相怯第58条通知当の共有フォルダ

(コー ルセンター)への格納

･課税見込事案等の抽出

･申告審理

一

資
産
課
税
部
門

鰯

鋼

顧
ご

＝

-、 三

二

二
F三

三
署外資料の収集

澗査優先度判定

各事務欄の数字は､事務処理の対象とする｢相続開始月分｣である。

2月及び3月における｢課税見込事案等の抽出｣、 「申告審理｣、 「署外資料の収集｣については､他の事務との繁閖を踏まえ､別の時期に複数月分を

まとめて実施しても差し支えない。

「署外資料の収集｣事務について､コールセンターで行うものは､申告審理を了した翌月10日までに｢相続税申告審理等チェックシート【一般】

付表｣等を送付する。

１
２

，

１

〃注ぐ

(参考）

、処理月|令和3事務年度下期 上期 (令和4事務年度） 下期 令和5事務年度上期

百~｢頭1~頭齢 令和4年 ’ ｜’ 令和5年
9月 ［0月 ［1月 ｜ 」2月 ｜｜ 」月 2月 3月 ’ 4月

弓口

イガ+口心

TH印

離
、

5月 ’ 6月月、' 4月 7月 8月 5月 6月

△

△

△

▲
｜
▲
｜
▲
｜
▲
｜
▲
｜
▲

▲

▲

▲
｜
▲▲

一
三

~ご
三二

－土
’

○
■
●

ｰ

『 ､
一二 一 二

二一

妄壹
二

言二三
二

■

色

○
｜
■

△
｜
△

三

二〈

可

Ｊ

Ｆ

Ｌ ■

二二

ｰ

圭’

一
一
一
一
一
一

三

一

● ■ C
］

八■

●」
に

▲

Lノ

’□ 二 [ )

三

△

三一

＝

ー＝＝
＝

＝

二

宅=・

← =宅 一

口 二

一

芽 二

一

一三 =二二二二L
二

・一弓手
＝二三一
二

二 三一勺声
■ー ■■ニ

ーニ

一

一一＝

＝一一

＝凸＝客一

一造一言

= 吾彗ざ‐
、一二

＝言‐

■
「
里
Ｆ
Ｌ r可

’

○■ 【p ■

倫；ｊ
○
■
く
く

■ 【 し ■
●□

ｌ
§
L●■ ■）

【、 ○■ ■

●’ ○|■ ■

合■

劃
［■

可
Ｊ

Ｆ
Ｋ

● ｜ ■ ’．

(注） 記号は次の事務等を示す．

□・ ・ ・申告案内(申告期限のおおむね4か月前）

○…申告辮理(一般）

▲･ ･ ･選定会議

■･･･課税見込車案等の抽出

△･･･実地調査事案の仮選定

申告諜桿卜H
- 薑
三

●
◎

第4章－2
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資産各税の申
生
口 審理基準

【相続税】

1 申告審理基準

（1） 申告審理（簡易）基準

’
1

’
相続税の申告審理等チェ

言二 三-三 元 =二
シート 【簡易】

ﾗﾆ ｰ ﾆ ぎご ‐ 雪 ＝

ツク
三 三 _言

’
‐

トーー ニ
に ‐
し 三 一

=－－-三
二＝

＝

､一三

＝

＝

＝

二三

一

-ざ

＝

＝

＝

』
一
一
一
一
一
一
一
一
一
雫
画
二
■
一
一
一
一
一
一
毛
一
画
一
二
一
一
一
一
画
一
一
二
一
箸
ｒ
』
．

二・二

＝

三巻

二

一口L - 二一三

三

= ニニ ーー ニ

＝ 見

寺= 一

二・

一 一 一

一二 ＝

＝= 三 ニ

ー

ーーー二

一三一一■ ＝ 一
一＝ 一

ニー －＝
一一 一■菫

一ﾆ一三寺 一 一

一二 一 =一一

一一

一一一一一 一
一一ｰ 二二＝

一 一二

一一一 一－－
－ー

一－．－－

．二二ニー ー

ーニー, _=_- ‐~＝
－一一一一

第4章 qqノ
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(2) 申告審理（一般）基準

相続税の申告審理等チェックシート 【一般】 ’面
【基本 |,¥蝿】

串

蕃

露

群

舞

謹

蕊

群

翠

錘

韓

溌

溌

辱

稚 "慰
彼 ｜

’

I 群

等

》

零

寒

寒

舞

蔵

’蕊溌簿謎慧蕊喜
q七 PPP｣Jﾜﾜ ﾜｪ LLL Lq
6ﾆﾆ ﾛ ﾆ」『 r z p5 ;; ﾆ 1 ﾆ 5 ; 5 5 5 5 斗｡ 5 二 55 号子子

相続火塞

人iリ
畷

罫
判
馴

蕊講露| 宥亙’
ly
J｡ ｜溌彩藷篝簔篝

｜ ；驚蕊

ご衾三
二-二二二‐ 二､言二

言奎臺-宴ご
‐-三さ三

号 ニ
ーニ ーニ ー

理圭全部。一部・未分割
二垣 ﾆ ﾆ

一 三

＝

二

二

二

一

二

一

一

一口

一

圭
一
一
一
一
一
一
一
口
一
三
一
年
一
一
圭
一
一
口
一
手
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
字
一
一
三
一
一
一

】
一
一
一
一
」
一
・

一

》

一

口

一

Ｆ

一

一

一

一

ユ Ｌ

』

」

一

一

。－』一

』
一
一
・
幸
一

一
口
一
軍
一
一

壼
一
一
一
一
一
一

一Ｊ己

』一

一
一
一
一
一
一
一
一

一

一

一
一
・
■

一

一

一
一
一
一
Ｆ

一
一
一
Ｆ
一
一
一
一

一
一

』｝

幸

■一一

一

二

二

一

一

一

‐こー=

＝

．=

一

』
↑
』
一
ロ
ー
』
Ｐ
言

言

~＝

二 一二
三一

吉

＝Z

一一』一一一一

『’一一

二

「

一

一

一■一一

二
一
一
一

二
・
■
一
室
」
』

一

口

一

・

二

三

垂一

『

二
』
国

一
一
．

」

一

一

三

一

』

二

二

一

一

』

ロ

二

一

一

一

一

一

一

》

毛

画
一
二
一
ロ
ロ
ー

ロ
一
一
一
．
一
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一

一一一

一
一
一
一
一
一
一
一
一

・
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一

一
一
』
■
一
一
・

一

二

一

・

画

一

二
一
一
一
一

二一一

一Ｆ一

一↑

一一一一一・一

ロ

一
一

』岸一、一

一一室一凸

↑

一

ｰ

ご一
罠

＝一 一

＝三一写

＝

一

二

一三

＝

三

更三 一尾
=二 ＝

二

二
一

二
三 三

宝

｡■二 二
一

毎 一＝ 一 ー一
三一 二

＝←

一

三

第4章 4



』

(3) 調査優先度判定基準

一
一
一
Ｆ
↑
■
一

一
画
一

画

一一一

子
』

一一一一

一
一

一一一一一一

一
一
一
一
二
一
一
一
』

一

寺
ロ
ロ
』
■

↓茜

一
一
一

ル

ー

一

一

一一一一、毒一一一△一一一一一Ｆ一一一一

一
一
一
一
一
与
一
一
一

一

一『

一

画

一
一
了

ロ
ー
ロ
ー

か
』

Ｊ三

〃
’
一
日
一
一
一
一
一
一
一

一

一

一

一

一

【

’

一

一
一
一
一
一
百
一
一
一
一
『
一

一
一
一
一
一

一
芋
一
一
壹
一
一
一
一
王
一

一
一
Ｆ
一
一

一
』
一

一

一

一

一

一

・

一

一

一
一
一
↓
幸
皇
一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
『
一
一
一

一

・

一

』

一

一

一

一

】

一

一

一
一
一

』

一

一

国

- ロ マ
ロ

ニ. ＝:

一二 E =. ゴ

ー÷

L ＝

＝ 三一 一一

一 三

一一三二全 吉
一

二琴一一三

＝ 一

一一一一 ＝ 三ロ ー
ー 三■ニ

ミーニロ 一

菫 -～ =三 一二
一 盲 一三

二

三

一P

画二

二 二 三毛
＝

二一一" 一

三 一＝ ＝､

= 二 一 . G,二 一 一

二 一 二
二 こ ←＝_ ニ

ー

ーモ

＝:

毛吾

＝

一
一
一
室
一
一
一
｝
一

声

一

」

手

』

一

一

』

一

一

一

一

一

三

二 一二
三

一

二

二． 二三

＝

二

二

・
一
一
一
一

一
＝ ‐

二一

－ F ＝

三

＝
一も＝

二司

一

で

一z

三

一 セ

ニ

ー

＝

一

宅 一 一

二

デ

＝

一

← ＝

＝ロー一壷で 一二 一
三

4 一

－＝

三

竜

二

一三 一

三

一一一一

一 一 ー

一

三一

一一

二

二

三

昔

二

三

三

ニ ー

ー＝ ＝毛 三・

二 一＝一一阜

一二一二
一一 三

三=

-房一 音一二二 ・三 "F

二一

一二＝ 一戸
百

三

.＝

完=

一 三

二 吟呂

＝

三

三

＝.

デ 二言 一
一 圭 =

ー= ニー

ー 二

・＝ﾆ ＝

二二

二 一今

一一 一 二 二 - -ﾆﾏ
． ＝‐ ‐--← 二
一一

－ －－二 二

－壱二二=_二
二" 一二 一

一=一F= . 三

一三二ﾃｰ -= _皇:
一一一 二

二 一三三三三
一一一 = 二一二.
一一 一

一一一 ＝－

一 一一 一一

一一 三一・ 一一.三二 二 一二一
一一ー

一＝＝ ～＝昏 一■ ＝
室

一 ー
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2机上調査（当初机上）基準

－ 言 二一F 4 j
－－－－ $

三・- ‘ こ

じ .＝- :一二宝壹司. ー＝三

壷＝ 三一三
一

＝ご一＝

一一三二 － ，－ ． － ＝

－■一＝令一一一ニロ

ニニ ‐三三
.二 写- ← =一

一＞一

二一二二三 ー=‐ ､一一 ＝三一一
一面－

－ デー‐_ 一＝一 一

＝一一万・ 一一 一＝
一 一■－

是一〒鼻一二
＝ ニー 三一 一

＝ 二 .:一 三
茸 二
≧ー一 ・= ←

二 一二一二 =Z

三 ニーー ‐二言~＝、
二 三 二
二 二 ‐ ご二

三 ＝＝

二 ■ 一 一 三

・ = ﾏニ ﾆ

= ， 一 三 一 － 垂

二 " 三二 二
一

二蚕

二一 一ー

＝ ＝ 堅

一一一

一q

一三

＝

一‘ －＝ 二
一 ＝ 一や

一一二＝．一

一■Z－～一一 ＝ =二
一－

－つﾆー 三
一

乙一 .＝ここ 一二
三■

ニ

ーマ

ー

二 二

三一 一‐ ． －L
幸二 三

．一二

三一 一

三 ニ

ニ ニー ー二一

一

ユ

ー

ーーー ■

二

三

一二 了

二.

二

三

二

一 ＝

＝･P

二

一

二

三

二

一 ー

三

■ﾛニ ーー

Ｆ今・

ｆ
二

一

二

一コ一 一

屯、 －

こ= 一 △

D 画

＝圭

一

＝

三

一一

一 三

三. ＝

一
一
一
一
一
一
一
一
一
Ｆ
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
』
一
一
画
二
一
一
一
一
一
一
一
↓
｜
画
一

－
１
一
一

》』一

一
一
一
一
一
一

ご 二二亨一
ニ

ー

ニニ

ざ

＝

＝ 二

三

言

二 一二

二

ニ

皇
ﾆｰ

一二

3事後処理基準

＝

室

一

一

一

三

一凸言=

ヨニー等－

－ ■＝

一

＝■

も一

口

一

■

■

一

百一

一

一
一
一
壬
一

＝

二

三 宝

＝

三

ざ~

△一等

ニー

ー ー

全一

一 ＝

一 ＝

二

一F

~ 皇

ざ
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､

1贈与税）

1 実地調査基準

■

」

Ｆ

一

一

一

一

一

一

一

室
一
一
一
一
一
』
号
一
一
一
一
二
や
壬
一
一
二
一
』
一

』
Ｌ
王
一
部
脾
↑
一
一
一
一
一
一
宇
韓
ご
一
」
一
一
一
一
一

。
』
』
二
二
一
一
一
一
・

一
琴
一
一
一
』
一
・
一
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【土地等譲渡所得】

1 実地調査基準
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2事後処理基準
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【株式等讓渡所得】

1 実地調査基準
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【山林所得】

1 実地調査基準
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別添4

｢贈与税精算課税適用者確認資料カード」の処理について

次に掲げる帳票のタイトル横の表示別に、KSKシステムへの入力誤りの有無の確認作業等を行い、K

SKシステムへの入力が正しく行われていない場合は是正（入力）する。

また、贈与税の申告審理事務において相続時精算課税の特別控除額の適用状況確認等に利用する。

①帳票タイトル横に.『漢字氏名未入力』と表示のあるもの

②帳票タイトル横に『住所十氏名』又は『生年月日十氏名』と表示のあるもの

(注） 複数の特定贈与者からの贈与がある場合、各申告書第二表の精算課税分課税価格及び差引税額それぞれの合計が、申

告書第一表の精算課税分課税価格及び差引税額と合致する場合は正しく申告書の入力がされている。

第4章-12

＜精算課税届出情報＞

の印字の有無

＜贈与事案情報＞

の｢一表・二表｣欄
確認作業等

無 ｢(空白)」

贈与事案情報に受贈者の氏名（漢字）が登録されていない状態のた

め、確認の上登録を行う （申告書第一表の入力がある場合は、申告事績

を削除後に実行する必要がある｡） ○

申告審理事務において、当該帳票を活用することができないので､端

末による「精算課税適用情報照会」を行うことにより対応する。

＜精算課税届出情報＞

の印字の有無

＜贈与事案情報＞

の｢一表・二表｣欄
確認作業等

有 ｢(空白)」 申告審理事務に活用する。

無 ｢(空白)」

末

贈与事案情報と合致する精算課税届出情報がない状態のため、端

により 「精算課税適用情報照会」を行い、入力誤り等がないか確認すそ

申告審理事務において、当該帳票を活用することができないので、

端末による「精算課税適用情報照会」を行うことにより対応する（以

下この表において「端末による確認」 という｡） ○

有 ｢一表なし」

名簿番号に対応する申告書第二表の登録はあるが、申告書第一表の

登録がない状態のため、申告書第一表の入力を行う。

申告審理事務に活用する。

無 ｢一表なし」

名簿番号に対応する申告書第二表の登録はあるが、申告書第一表の

登録がない状態のため、申告書第一表の入力を行う。

端末による確認を行う。

有／無 ｢二表なし」

名簿番号に対応する申告書第一表の登録はあるが、申告書第二表の

登録がない状態のため、申告書第二表の入力を行う。

端末による確認を行う。

有 ｢不突合」

名簿番号に対応する精算課税分の課税価格及び差引税額について、

申告書第一表と申告書第二表で合致していない状態のため、申告書第

一表及び申告書第二表の入力誤り等がないか確認を行う。 （湖

申告審理事務に活用する。

無 ｢不突合」

名簿番号に対応する精算課税分の課税価格及び差引税額について、

申告書第一表と申告書第二表で合致していない状態のため、申告書第

一表及び申告書第二表の入力誤り等がないか確認を行う。 （湖

端末による確認を行う。



別添5

取得価額引継整理票の作成事務フロー
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1 譲渡所得に関する課税の特例を受けているもので取得価額の引継ぎが行われる「買換資産」 、 「代替資産」 、 「交I

｜換取得資産」又は「低額譲渡資産」があるもの
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取得価額引継整理票作成者の納税者管理システムへの登録

作成対象者の整理番号あり 作成対象者の整理番号なし

新 規 登 録口 座 開 設

筐竺奎 雲菫垂堯二二二三
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■■p■■

|に雷露
「継続管理対象

Ⅱ■■■ーご■■■

者入力回報書」 （資

3-19-3.4）を作成し依頼元署に送付する

とともに、写し等を「取得価額引継整理

票つづり」に編てつ| |臺三二言i言驍‘取得価額引継整理’
0

6

上。■■－－－．I■D－q■■ ・■■ 。■■ q■■ q■■ ‘■■ q■■一一一一一・口■，一一一一qﾛ■’一一一一一一一一一q■■一 ーーーーー■■

引継整理情報の確認等

取得価額引継整理票管理システム

「一人別整理票リスト」を出力

継続管理システム

｢資産税継続管理対象者一覧表（管理区分別) ｣ (FDC1P10)を出力

バックアップデータはサーバに保存する。

第4章-13

事後又は実調の事案

取得価額引継整理票管理システムへ申告事績を入力し、取得価額引継整理票を出力

買換資産等が減価償却資産である場合

①整理票の写しを作成②決裁終了後、写しを個人課税部門へ回付

特例適用者の住所地等の所轄署において、市区町村別50音順に名寄せし「取得価額引継整

理票つづり」に編てつ

省略事案

右記以外の場合
取得価額引継整理票作成者が事業所申告者であり、かつ

その者の住所地が他署管内

｢継続管理対象者入力依頼書」

(資3-19-1.2)を作成し、整理票

の写しとともに住所地所轄署に

送付

1



別添6

○土地等譲渡所得の申告審理結果入力等について

○株式等譲渡所得の申告審理結果入力等について

(注)l 「調査対象者一括連絡結果ﾘｽﾄjの登録結果がエラーとなった理由が｢実地調査登録有｣又は｢着眼事後処理登録有｣等となっている場合には、 「実地調査基準該当者名簿｣の欄外

及び｢事後処理基準該当者名簿兼処理状況総括表｣の｢摘要｣欄に、「個人実調あり(未済)｣又は｢個人着眼あり(未済)」と朱書きする。 ：

2 個人課税部門において所得税システムの『要処理対象者の事績登録起動』処理(毎年7月から9月の間に実施)が行われることにより､所得税実地調査システムに登録されている調査

対象者のうち、着手年月日が入力されていない事案が削除されることから､譲渡所得に係る処理未済事案については、必要に応じて起動前に着手年月日の入力を行う。

なお、当該処理により調査対象者が削除された場合において、引き続き譲渡所得の調査対象とすべき事案があるときは、再度、個別に所得税実地調査システムに調査対象者を登録

することに留意する。

第4章-14

管 理 運 営 部 門 資 産 課 税 （ 担 当 ） 部 門

I

←-＝

－－回→

I

k

〆 三

里

｢各課部門事務連絡せん｣に基づき､整理番号を取得する
ｊ

争
●
④
ｅ
◆
。
●
争
●
亭
◆
●
①
◆
凸
●
●
●
凸

ン

’
無申告角象者

負の写し

1
P~●ー■ー●ーF一一■ー旬一一一●ー■…｡●■■●＝■一●ー■･◆●●■‐･一心一q凸一一一◆甲一一一一一寺一●ー■－●－■－■●一一口←■－■●■－－◆●一幸◆一旬毎句◆~寺■一・一■1
F

●
Ｂ
ｆ
Ｐ
①
◆
凸
Ｂ
Ｄ
●
６
６
や
●

一､
●
●

；

｢各課部門事務連絡せん｣に整理番号の取得依頼である旨を記載し､｢無：
｜申告対象者一覧｣の写しを添付して､管理運営部門に回付する。
M 2 j
～

各浪■門事漏遷

毎ぜん

’

、

＜‐ ‐フ 、

ノ

KSK

娘渡所得システム

ー 一

整理番号を納税相談事績害の｢整理番号｣欄に転配し、

『登録事案の修正』処理により整理番号を登録の上､『申
告審理結果入力』を行う。

整理番号取得後、「無申告対象者一覧｣の写しを資産課

税(担当)部門に返付する

簸申告対象台

－覚の写し

管 理 運 営 部 門 資 産 課 税 （ 相 当 ） 部 Pq

↓

－竺

－回→

↓

「 |鰡同事圃ョ

」
『.~..~…~..~.~~．..．..~..~.~ー.ー~､一一・・~.~.~~一~~－－－･ー．.~･･･.一･~．.~~.ー･~.....ー~ー･~"~．．.．･･･一・・・・一~一言

！ 「各課部門事務連絡せん｣に整理番号の取得依頼である旨を記載し､｢株i
1式等謹渡所得の申告審理対象者一覧』の写しを添付して､管理運営部門 ：

理封す=－－－－一 と－ ；，

橡式等■遠繭殉

の申告審理対a

令一貢の写し

「 ’
各■■門事

遭絡せん

1
一e一・一一一一一ー一一一●曲一一一一一一一一

I
－ 一一■ー■一■ー｡＝■…●－－■己一■

＄

｜ 「各課部門事務連絡せん｣に基づき､整理番号を取得する．
I

kL.…－．－－….……－．...一一一一一.-.-.............…...､--...－...､傘.一…..…..…..－….......=.....＝.....､-...........

ー 品 ＝

樺式専■重所毎

の申告■■鱒象

s－Hの写し

、

＜‐ フ
KSK

株式醸渡システム

ー

整理番号を株式審理カードの｢整理番号｣欄に転記し､「株式

譲渡者の入力｣処理により､整理番号を登録の上､『株式申告審
理結果入力』処理により、審理結果を入力する

整理番号取得後、「株式等醸渡所得の申告審理対象者

一覧｣の写しを資産課税(担当)部門に返付する

棒式導■誼所得

の申告客■対象

者一貫の写し

、
ノ

／
、

一
一

一
一

所得税システム

ー 一

『株式調査対象者の一括連絡(実地調査又は事後処

理)』処理により、所得税実地調査システム又は所得税着

眼･事後処理システムに調査対象者を登録する

調査対象者を登録後､｢調査対象者一括連絡結果リス

ﾄ(株式譲渡･実地胸査対象分)」(FDE”4A)又は｢調査

対象者一括連絡結果リスト(株式嬢渡･事後処理対象

分)」(FDEQP4A)の出力を行う。（注1）(注2）
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○相続税に係る行政指導の標準的な事務処理フロー

当初申告あ り 当初申告なし （注l)
① ② ③ ④

「無申告理由のお

尋ね」実施後、期限
後申告書の提出あり

⑤

「無申告理由の

お尋ね」実施後、

期限後申告書の提

出なし

指導項目があ
り、 「自発的な見

直しの要請」実施

後、修正申告言の

提出なし

指導項目があり、

「自発的な見直しの

要請」実施後、修正

申告書の提出あり

指導項目なし

〃
Ｆ
Ｉ
Ｉ
‐
０
１
１
日
冊
、
脚
Ｊ
ｆ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｌ

、
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
０
Ｊ
〃
①
Ｌ
ｕ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
″

ーこ

自 三＝

＝

ーこ

＝

＝

生
ロ 書書

一

二

＝

申 の 提の 提 出出 三

三

三

法
定
申
告
期
限

jト 三

▼

K門からの申告書回付

▼

管理運営部門からの申告書回付後、検算後、検算
ー言 一ﾆﾆ
五

一言 一ﾆﾆ ｰ
ﾆｰ~

一
か
月
後

各
事
務

十▼▼ ▼ ▼
－ 訂

瑠叩

１
１
Ⅷ
Ⅲ
例
″

癖
厘
一

政

》
一

系
．

『
一
北
斗
“
行

要請
二

『
Ⅱ
』
一
口

限（お限（おおむね1

－－Fの

期限後申告書提出

行政指導事績の起案・決裁

↓
決裁

二
か
月
後

実
施

＋▼

I I申告審理（簡易”・串告審理（一殿)、(注2）※局関連資料検索申告審理（簡易”・串告審理（一殿)、(注2）※局関連資料検索申告審理（簡易) ・串告審
■ ■ ■ ■■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

犀

■
■
■
■
■
■
■
■
■
・
宮
冒
ｖ厩

・
・
・
・
国
▼

■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

▼

時
■
■
■
■
■

期
等

▼ ▼ ▼

刺函
’ 「相続税申告審理等ﾁｪ

唖
｢相続税申告審理等チェ

三
か
月
後

ックシート 【一般）ソクシート 【一般）

ジニ乏亘二斗上に廷ジﾆｺに資に二二迂剣厚ここグﾐﾐ二ｺにグミ二二期上 〆

■■■■■■■■■■■■■■■■●●●■巳■■■■■。 Ⅱ■巳■■■■■■■■■缶■

十 ↓翌
年
１
月
～

▼ ▼▼ ’
"謹総鋤譲り職｛ 礎識＃職輝き嬢難繍

龍:蕊 蕊甚蕊霊蕊藩i 郷 糊 職 1

(注) 1

全
。~〉

｢相続についてのお尋ね」の回答があったものを除く。

二三二三三-二三-1こ妄 一

ついては事前に簡易審理を実施し、 申告一三一ﾆ ニー

=-r-‐ ‐二－三三二二三一 二二二 一 ’
一三 ＝

一二

審理基準に該当した事案及び

理(一般)を実施する。

こついて申告審
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諌
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○行政指導処理完了時の入力要領等について

識
上
側
ｌ
畠

(注） 1 相続税事案において、申告書上の計算誤りなど申告審理前に行政指導を実施する場合には、 『申告審理事績の入力』処理は行わず、申告審理事績書の「申告審理事績」欄に指導項目を簡記し、統括官等の確認を受ける。

2行政指導により 「更正の請求書」が提出された場合を含む。

なお、別途行う更正の請求の処理においては、行政指導事績の入力は不要であることに留意する。

3作成した行政指導事績書については、決裁欄で統括官等の確認を受ける。

税目I
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斗
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蜘

仙
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簔
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得税シ系テム

(譲渡所得) ; : I

自発的
な見直

し要請

相続税

贈与税
譲渡所得

修正申告
あり

Gerr■bDb”b■Fｰ時曲Ur｡……画一

修正申告
なし

行政指導を実施した
全ての事案
(注1）

行政指導 －

計算誤り
特例適用誤り
税率適用誤り

要更正

非課税

申告是認

是認

実調又は事後 ．

省略又は非課税
(注2）

実調又は事後

要

要
(注3）

要

要

(注3）

行政指導事績書

申告審理事績書
(処理区分の変更）
(追加選定）

行政指導事績書

申告審理事績書
(処理区分の変更）

(追加選定）

申告審理事績の入力は不要
(書面による申告審理事績書の決裁は必要）

【実調】 〔相続・贈与〕一実地調査の追加選定
〔譲渡〕‐処理区分の変更

【事後】 〔共通〕＝処理区分の変更

申告審理事績の入力は不要
(書面による申告審理事績書の決裁は必要）

【実調】 〔相続・贈与〕二実地調査の追加選定
〔蔽渡〕一処理区分の変更

【事後】 〔共通〕一処理区分の変更

事後処理

事後処理

事後処理

事後処理

無申告
理由の

お尋ね

相続税

贈与税

譲渡所得

申告あり

申告なし

行政指導を実施した

全ての事案
■■■■■■

－

行政指導

－

お尋ね後自主 要更正

_

是認

実調又は事後

省略又は非課税

実調又は事後

要

要

(注3）

否

行政指導事績書

申告審理事績書
(処理区分の変更）
(追加選定）

申告審理事績書

申告審理事績の入力は不要
(書面による申告審理事績書の決裁は必要）

【実調】 〔相続・贈与〕‐実地調査の追加選定
〔譲渡〕＝処理区分の変更

【事後】 〔共通〕‐処理区分の変更

申告審理事織の入力

不要

不要

不要

不要
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所得税システム！
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行政指導
によらな

い自主修

正申告又

は自主期

限後申告

相続税

贈与税

譲渡所得

全ての事案

実地調査

事後処理（実調以外）
事後処理（行政指導）

上記以外

行政指導

行政指導

自主申告

自主申告

要更正

要更正

_

是認

実調又は事後

実調又は事後

是認

要

要

(注3）

否

行政指導事績書

申告審理事績書
(処理区分の変更）
(追加選定）

申告審理事績書

申告審理事績の入力は不要
(書面による申告審理事績書の決裁は必要）

【実調】 〔相続・贈与〕一実地調査の追加選定
〔譲渡〕‐処理区分の変更

【事後】 〔共通〕一処理区分の変更

申告審理事績の入力

－

不要

不要
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『○ ご提出をお願いしたい書類』欄の記載例

1 相続税

（1） 共涌
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●､●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●DC●●●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

鵡蛎;寧雪卿、Ⅲ｡を経過した'以後に作成されたもので被相続人の全て①寺
；○法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が､実子又は養子のいずれかであることがわかるもの） ；
●

●

；○上記戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しをコピー機で複写したもの ；
＄●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●D●●●●e●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◆●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

(2)配偶者の税額軽減
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

● ●

：○戸籍謄本（相続開始の日から10日を経渦した日以後に作成されたもので、被相続人の全ての；
● ●

； 相続人を明らかにするもの） ；
● ●

：○潰言書の写し又は潰産分割協議書の写し ；
、 ■

；○相続人全員の印鑑証明書（潰産分割協議書に押印したもの） i
● ●

；○申告期限後3年以内の分割見込書（申告期限内に潰産分割ができない場合に限ります｡） ：

●
●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

(3) 小規模宅地等の特例
｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●C●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●○●●

● ､ ●

；○戸籍謄本（相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもので、被相続人の全てのi
、 ●

； 相続人を明らかにするもの） ；
● ●

：○漬言書の写し又は遺産分割協議書の写し ；
● ●

：○相続人全員の印鑑証明書（潰産分割協議書に押印したもの） ；
● ●

；○申告期限後3年以内の分割見込耆（申告期限内に遺産分割ができない場合に限ります｡） ；
● ●

；○相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己又はその配偶者の所有する家屋以外の家屋で§・
● ●

； ある旨を証する書類 ；
● ●

；○法人の定款の写し（相続開始の時に効力を有するものに限ります｡） ；
● ●

；○特定同族法人の発行済株式の総数又は出資総額及び被相続人等が有する当該法人の株式の総 ；
● ●

； 数又は出資の総額を記した書類（当該法人が証明したもの） なE :
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●

(4) 農地等の納税猶予の特例
●●●●●●●●B■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●◆●●●●●●●●●●●●●､●D●●●●●●●●●●●●●●●●●C●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●

：○戸籍謄本（相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもので、被相続人の全ての
●

； 相続人を明らかにするもの）
●

§○遺言書の写し又は潰産分割協議書の写し
●

：○相続人全員の印鑑証明書（遺産分割協議書に押印したもの）
●

；○相続税の納税猶予に関する滴格者証明書
●

：○担保提供書
●

；○担保となる農地等の登記事項証明書
●

；○固定資産税評価証明書
●

；○土地等の所在図
●

：○抵当権設定登記承諾書 なP
3●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･･●●●●●●●●●●●･●●●●e●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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2贈与税

（1） 配偶者棒除
G

●●●●の●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●D●●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●DC●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●

i○受贈者の戸籍謄本又は抄本

；○受贈者の戸籍の附票の写し
；○登記事項証明書などで、受贈者が控除の対象となった居住用不動産を取得したことを証する
； 書類 など
●

●●●●●●●●●O●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

(2) 相続時精算課税
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●､●●●●●●●①●■●●●､●●●●●●●●●●●●●●①●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●の●●●●●●●●の●●●●●●●●●●●●●●●●守●●

；○受贈者の氏名、生年月日及び贈与者の推定相続人又は孫であることを証する耆類 ；
； 〔例えば､戸籍謄本又は抄本など〕 ；
●

● ●
●

●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

(3) 住宅取得等資金の特例
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●D●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

● ●

;○〔言鷲蕊者縄磯誉者が受贈者の直系尊属に該当することを証する書類 ｜
● ｡

；○住宅取得等のための金銭の贈与を受けた日の属する年分の所得税に係る合計所得金額を明ら；
； かにする書類 ；
● 0

；○新築に係る契約又は取得の相手方（土地等の取得の相手方を含みます｡）及び新築又は取得に！
； 係る契約締結日を明らかにする書類 ；
●

●

； 〔例えば、新築に係る工事の請負契約書の写し又は売買契約書の写しなど〕 ． ；
；○新たに取得した〔土地･家屋〕の登記事項証明書 ；
；○耐震基準適合証明書､建設住宅性能評価書の写し又は既存住宅売買暇疵担保責任保険契約が締；
； 結されていることを証する書類 ；
；○住宅性能証明書､建設住宅性能評価書の写し､長期優良住宅建設等計画の認定涌知書の写し及；
； び住宅用家屋証明書(その写し）又は認定長期優良住宅建築証明書､低炭素建築物新築等計画の；
●

●

； 認定通知書の写し及び認定低炭素住宅建築証明書 な湾 ；
●

｡

● ●
● ●

●。、●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●◆●●●●・●●・●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●・・●●●●●・●・・・・●◆●・・・・●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●・●・●●

3土地等譲渡所得

（1） 居住用財産の特例（3,000万円特別控除・蕊減税率）
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

D

：○戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し、その他これらに類する書類
●

；○譲渡した家屋（及び土地等）の登記事項証明書 な群
●

B●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

（注） 戸籍の附票の写し等については、譲渡した時において、譲渡した者の住民票の住所と譲渡した資産の所在肋

が異なる場合に限る。

(2) 収用交換等の場合の課税の特例（5,000万円控除）
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●o●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

；○収用等証明書 ：
；○公共事業用資産の買取り等の申出証明書 ；
；○公共事業用資産の買取り等の証明書 など ；
●

●e●O●●●●●●●●●●●●●､●●●●e●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●B●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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(3) 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例（41条の5）

菫燕菫蕊蕊職蕊蕊壹蹴茎菫忌菫菫…－－1
● ●

；○戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し、その他これらに類する書類 ；
● ●

；○買い換えた家屋（及び土地等）の登記事項証明書 ；
● ●

；○買い換えた家屋（及び土地等）の令和年末における住宅借入金等の残高証明書など ；
●･・・・●･●●●●・●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●り●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●G●●●●●●●q●●●●●●●●●●●●●●●●●●●､●●●●●●●●●●●●●●●●●

（住） 戸籍の附票の写し等については、譲渡した時において、譲渡した者の住民票の住所と譲渡した資産の所在地

が異なる場合に限る。

(4) 特定居住用財産の譲渡損失の損益涌算及び繰越控除の特例（41条の5の2）
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●･●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●G●●●●●●●●●◆●●●●●●●●●●●●

● ●
●

＃○特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書《確定申告書付表》 ；
● ■

●

● ●

；○特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書 ；
● ●

●

；○譲渡した家屋（及び土地等）の登記事項証明書 ：
● ●
● ■

：○戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写し、その他これらに類する書類 ；
● ●

；○譲渡した家屋（及び土地等）の住宅借入金等の残高証明書（譲渡した家屋（及び土地等）の売：
● ●

●

： 買契約を締結した日の前日時点のもの） など ；
●
.．．．.．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．◆．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

（住） 戸籍の附票の写し等については、譲渡した時において、譲渡した者の住民票の住所と譲渡した資産の所在地

が異なる場合に限る。

株式等譲渡所得
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

;○株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 ：
● ●

:○令和一年分の所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用） ；
● ●

； など ：
●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●｡●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

4

5留意事項

令和3年7月1日より国税関係手続のうち、法令により登記事項証明室を添付することが規定されてE司

いる手続きについて、申請者が申請書等に不動産番号等の必要事項を記載することにより 登記事項証

明書の添付を省略することが可能となったため留意する。
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別添10

資産課税部門主要事務の実施時期の概要
(令和4事務年度）

下 期

‘ ｜ ’ ｜ ＄ ｜ ‘ ｜ ‘ ｜ ‘
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全
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T

住所

令和 年 月 日

様氏名

税務署長

書類のご提出のお願い

税務行政につきましては、 日頃から御協力をいただきありがとうございます。

さて、あなたが先に提出されました 税の申告書について、次の書類の添付が確認できま

せん。

つきましては、次の書類について申告書に添付して提出していただく必要がありますので、御多

忙のところ恐縮ですが 月 日 （ ）までに御提出をお願いします。

御不明な点がございましたら、担当者まで連絡ください。

○御提出をお願いしたい書類

※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は、 税務署長です。

資産課税(担当）

部門担当者

電 話

自動音声による番号案内が流れた場合は、音声案内に

従って「2」を選択してください。

「番号が確認できません｡」という案内があった場合は、

電話機の「＊」を押してから「2」を選択してください。

(28．7※）

名簿番号



使用目的

この様式は、法令等に定められた書類の提出がない場合に、確定申告ま

者に対し当該書類の自発的な提出を要請する場合に使用するものである。

確定申告期中に行政指導として納税義務



一

T

住所

令和 年 月 日

氏名 様

齢税務署長

書 類のご提出のお願い

税務行政につきましては、 日頃から御協力をいただきありがとうございます。

さて、あなたが先に提出されました 税の申告書について、次の書類の添付が確認できま

せん。

つきましては、次の書類について申告書に添付して提出していただく必要がありますので、御多

忙のところ恐縮ですが 月 日 （ ）までに御提出をお願いします。

御不明な点がございましたら、担当者まで連絡ください。

○御提出をお願いしたい書類

※税務署では、申告書（添付書類を含みます｡）や法定調書など各種情報に照らして必要があると認めら
れる場合は、調査を実施するときがあります。

この場合において、調査に基づき、申告内容を是正することとなったときは、過少（無）申告加算税
が課されることがあります。

※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は、 税務署長です。

資産課税(担当）
部門担当者

電 話

自動音声による番号案内が流れた場合は、音声案内に

従って「2」を選択してください。

「番号が確認できません｡」という案内があった場合は、

電話機の「＊」を押してから「2」を選択してください。

名簿番号



一

使用目的

この様式は、法令等に定められた書類の提出がない場合に、確定申告期後に行政指導として納税義務

者に対し当該書類の自発的な提出を要請する場合に使用するものである。

し



－

T

住所

令和 年 月 日

様氏名

税務署長

類のご提出のお願い書

税務行政につきましては、 日頃から御協力をいただきありがとうございます。

さて、あなたが先に提出されました所得税及び復興特別所得税の申告書について、次の書類の添

付が確認できません。

つきましては、次の書類について申告書に添付して提出していただく必要がありますので、御多

忙のところ恐縮ですが 月 日 （ ）までに御提出をお願いします。

御不明な点がございましたら、担当者まで連絡ください。

○御提出をお願いしたい書類

※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は、 税務署長です。

資産課税(担当）

部門担当者
電 話

自動音声による番号案内が流れた場合は、音声案内に

従って「2」を選択してください。

「番号が確認できません｡」という案内があった場合は、

電話機の「＊」を押してから「2」を選択してください。

名簿番号



使用目的

確定申告期中に行政指導として納税義務この様式は、法令等に定められた書類の提出がない場合に、確定申告勇

者に対し当該書類の自発的な提出を要請する場合に使用するものである。



一

T

住所

令和 年 月 日

氏名 様

税務署長

書類のご提出のお願い

税務行政につきましては、 日頃から御協力をいただきありがとうございます。

さて、あなたが先に提出されました所得税及び復興特別所得税の申告書について、次の書類の添

付が確認できません。

つきましては、次の書類について申告書に添付して提出していただく必要がありますので、御多

忙のところ恐縮ですが 月 日 （ ）までに御提出をお願いします。

御不明な点がございましたら、担当者まで連絡ください。

○御提出をお願いしたい書類

※税務署では、申告書（添付書類を含みます｡）や法定調書など各種情報に照らして必要があると認めら

れる場合は、調査を実施するときがあります。

この場合において、調査に基づき、申告内容を是正することとなったときは、過少（無）申告加算税
が課されることがあります。

※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は、 税務署長です。

資産課税(担当）

部門担当者
電 話

自動音声による番号案内が流れた場合は、音声案内に

従って「2」を選択してください。

「番号が確認できません｡」という案内があった場合は、

電話機の「＊」を押してから「2」を選択してください。

名簿番号



使用目的

確定申告期後に行政指導として納税義務この様式は、法令等に定められた書類の提出がない場合に、確定申告勇

者に対し当該書類の自発的な提出を要請する場合に使用するものである。

I



－

T

住所

令和 年 月 日

様氏名

税務署長

書類のご提出のお願い

税務行政につきましては、 日頃から御協力をいただきありがとうございます。

さて、あなたが先に提出されました 税の申告書の内容の確認のため、次の書類の御提出をお

願いします。

つきましては、御多忙のところ恐縮ですが 月 日 （ ）までに御提出をお願いします。

御不明な点がございましたら、担当者まで連絡ください。

○御提出をお願いしたい書類

税務署長です。※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は、

資産課税(担当）

部門担当者
電 話

自動音声による番号案内が流れた場合は、音声案内に

従って「2」を選択してください。

「番号が確認できません｡」という案内があった場合は、

電話機の「＊」を押してから「2」を選択してください。

(資3②－34．28．7※）

名簿番号



使用目的

この様式は法令等に定められた書類以外の書類について、行政指導として納税義務者に対し当該害

類の自発的な提出を要請する場合に使用するものである。



一

T

住所

令和 年 月 日

氏名 様

税務署長

書 類のご提出のお願い

税務行政につきましては、 日頃から御協力をいただきありがとうございます。

さて、あなたが先に提出されました所得税及び復興特別所得税の申告書の内容の確認のため、次の書

類の御提出をお願いします。

つきましては、御多忙のところ恐縮ですが 月 日 （ ）までに御提出をお願いします。

御不明な点がございましたら、担当者まで連絡ください。
0

○御提出をお願いしたい書類

※この文書は、行政指導として送付しているものであり、その責任者は、 税務署長です。

ー

資産課税(担当）

部門担当者

電 話

自動音声による番号案内が流れた場合は、音声案内に

従って「2」を選択してください。

「番号が確認できません｡」という案内があった場合は、

電話機の「＊」を押してから「2」を選択してください。

名簿番号



使用目的

この様式は、法令等に定められた書類以外の書類について、行政指導として納税義務者に対し当該書

類の自発的な提出を要請する場合に使用するものである。
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